
年 表
(注記） 「司法惟習生関係」には司法研條所全般に間わる事項を含む。

「裁判官関係」には裁判所曾記官．裁判所耶務官等の研修に関わる耶項を含む。
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年｜ 月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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24
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16・

30

司法研修所設置

第1期生採用

初代所長前沢忠成任命

港区芝高輪南町旧毛利邸を庁

舎とする。

司法研修所規則及び司法研修

所規程施行

第1期生前期修習組当所修習開始

碕輪第1期生修習終了

滝野川分室開設

第2期生採用

高給第2期生修習終了

第1期生前期修習組当所修習終了

千代田区紀尾井町3稀地元行
政裁判所跡の新庁舎（一部竣

工）に移転

第2期生当所修習開始

司法修習生に関する規則施行

司法研修所報創刊号発行

紀尾井町庁舎落成式

第2期生当所修習終r

第1期生後期修習組当所修習開始

滝野川分室火災

小石川分室(文京区指ケ谷町

77番地）一部竣工

司法修習生指導担当者会同
3，23まで

第3期生採用

第1期生後期修習組当所修習終了

第1期生修習終了

第3期生修習開始

司法試験法による最初の司法

試験施行

間裁判事研修・各高裁に委嘱各2週間

噸務官(幹部級)研修3．31まで

簡裁判事研修6･30まで

初任事務官研修指導官諦習7． 10まで

司法研究に関する事項の所管を最高裁事務局総
務部から承継する。

事務官(初任者)研修各高裁に委嘱
司法研究(23年度)開始

簡裁判事研修(第1回) 2･ 12まで

宙記官研修・新法諦習会各高裁別

簡裁判事研修(第2回) 3･26まで

少年係裁判官研修3． 17まで

少年保誕司研修3．24まで

司法研究(23年度)報告会

高裁人事担当事務官研修6． 16まで

少年保腹司研修(第1回〉8．27まで

事務官研鯵指導担当者会同
司法研究(24年度)開始
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係

２
７
８
訓
川

２
２

10

10～12

11

12

３
Ｍ
浬
、
別
Ｉ
Ⅲ
順
８
５
加
咽
酔
刀
肥
５
胆
３
口
羽

２１

２
３
４
５
６
７
８
９
旧
一

１

０１

2S

1311

お
郡
４

12

陥
如
的
１
旧
訓
１
川
Ⅳ
調
畷
３
四

２
１
２
３
４
５
６
７

１

26

幣3期生当所修習終了

司法修習生指導担当者会|司

10．28まで

第2期生修習終了

第4期生採用

第4期生修習開始

第4期生前期修習終了

司法修習生指導担当者会同
7．28まで

第3期生寸'間合同研究3日間

紀尾井町庁舎識堂墹築

第3期生修習終了

第5期生採用

第5期生修習開始

事務官(初任者)研修各高裁に委嘱

判事補研修12･24まで

簡裁判事研修(鋪1回） 12．24まで

少年保護司研修(第2回) 12． 17まで

判事及び判事補合同研修2．25まで

簡裁判事研修(第2回）2．25まで

少年保護司研修(第3回） 2.11まで

全国裁判所人事担当珈務官研修2．9まで
少年係裁判官研修2．28まで

全国裁判所会計事務担当事務官研修 3．2まで

司法研究(24年度)報告会

裁判所書記官研修所股置に伴い,寄記官.事務官

等の研修に関する事項を移管 。

裁判官特別研究(第1回) 5．20まで

裁判官特別研究(縮2回） 6． 15まで

裁判官特別研究(第3回） 7．8まで

司法研究(25年度)開始

裁判官特別研究(輔4回） 8．26まで

簡裁判事研修(第1回）9．30まで

裁判官特別研究(第5回） 9．22まで

裁判官特別研究(第6回) 10･ 13まで

簡裁判事研修(第2回) 11 ･ 14まで

裁判官特別研究(第7回) 11 ･2まで

裁判官特別研究(第8回) 11 ．24まで

裁判官特別研究(第9回） 12． 1まで

判事及び判事補合同研鯵 12･23まで

裁判官特別研究(第10回） 12．9まで

司法研究(25年度)報告会

裁判官特別研究("11回) 1 ･26まで

裁判官特別研究(第12回） 2．9まで

裁判官特別研究(第13回) 3･ 1まで

少年係判事補研修 3． 14まで

裁判官特別研究("14回)4･27まで
裁判官特別研究(第15回) 6･2まで

裁判官特別研究(第16回）6．23まで ．

裁判官特別研究(第17回) 7･ 13まで
司法研究(26年度)開始
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29･訓

9 3．4

8

15

24

10 7

13

膳5期生前期修習終了

司法修習生指導担当者会同

『 ・25まで

寵4期生中川合同研究3日間

全期会股立

第4期生後期修習開始

東京・大阪司法修習生指導担

当者協膿会 3． 11まで

第4期生晦習終了

第6期生採用

第6期生修習開始

初代所長前沢忠成転出

2代所長松田二郎任命

第6期生前期修習終了

第5期生中間合同研究3日間

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(仙台･札幌高裁管内）

商裁管内別司法修習生指導担
当者協縦会(名古屋高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担

当者協繊会(大阪･高松高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(広島･福岡高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担
当者協餓会(東京高裁管内）

戒判官特別研究(第18回) 9･ 15まで

新任間裁判事研修 11 ．6まで

戯判官特別研究(第19回) 10．6まで

簡裁判事研修・各高裁別約10日間

特例資格取得直前判事補研修 11 ．3まで

裁判官特別研究(第20回) 10･27まで

戒判官特別研究(第21回) 1 1 ･ 17まで

少年係判事補研修 11 ．29まで

裁判官特別研究(第22回) 12･6まで

裁判官特別研究(第23回) 1 ･26まで

司法研究(26年度)報告会

裁判官特別研究(第24回） 2． 14まで

簡裁判事研修・高裁別各4日間

判駆任官直前判事補研修 3．6まで

裁判官特別研究(第25回） 3． 15まで

裁判官特別研究(第26回）4．25まで

裁判官特別研究(第2う回） 5．22まで

裁判官特別研究(第28回)6･ 12まで

伽裁判事研修・各高裁別約10日間

裁判官特別研究(第29回) 7･ 10まで

司法研究(27年度)開始

少年係判事補研修(第1回） 9．27まで
新任間裁判事研修 11 ．6まで

裁判官特別研究(第30回) 10, 3まで
裁判官特別研究(第31回) 10． 14まで
特例資格取得直前判事補研修 11 ．8まで
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司法修習生指導担当者協縦会

創立5周年記念式典

雄5期生後期修習開始

第7期生採用

館5期生修習終了

第7期生修習開始

司法修灌生の規律等に関する

規程施行

第7期生前期修習終了

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(仙台･札幌高裁管内）

鋪6期生中間合同研究3日間

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(広島福岡高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担
当者協縦会(大阪･名古屋･高松

高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(東京高裁管内）

司法條習生指導担当者協餓会

第6期生後期修習開始

簡裁判事(旧任者）研修 10．29まで

判事補研修・各高裁に委嘱各3日間

裁判官特別研究(第32回) 11 ･ 14まで
少年係判事補研修(第2回) 11 ･29まで

判事補民事研修(第i回) 11 ･29まで

裁判官特別研究(第33回) 12･ 19まで

司法研究(27年度)報告会

判事任命直前判事補研修 1 ･25まで

裁判官特別研究(第34回） 2．5まで

判事補民事研修(第2回) 2･ 17まで

裁判官特別研究(第35回） 2．26まで

裁判官特別研究(第36回） 4．28まで

少年係判事補研修(第1回） 5．30まで

判事補民事研修(第3回） 6．3まで

裁判官特別研究(第3う回） 6．9まで

判噺補民事研修(第4回） 7．2まで

司法研究(28年度)開始

判事柵研修・高裁別(第1Inl) 5日間

簡裁判事研修・高裁別(第1回） 3日間

裁判官特別研究(第38回） 7． 16まで

刑事特殊事件研究会(全国3カ所） 3日間

新任簡裁判事研修 10･24まで

少年係判事補研修(蕊2回) 9･ 17まで

裁判官特別研究(第39回) 9･ 19まで

判事任命直前判事補研修 10． 1まで

塒例資格取得直前判事補研修(節1回) 10･17まで

裁判官特別研究(第40回) 10･ 10まで

判事補民事研修(第5回) 10･31まで

簡裁判事研修・高裁別(鮪2回） 3日間

判事補研修・高裁別(第2回） 3日間 ．
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晴8期生採用

第6期生修習終了

窮8期生修習開始

司法修習生指漁要綱制定

第8期生前期修習終了

第7期生中間合同研究3日間

高裁管内別司法修習生指導担

当者協議会(広島福岡高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担

当者協縦会(仙台･札幌高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担
当者協縦会(大阪名古屋･商松

商裁管内）

高裁管内別司法條習生指導担

当者協議会(東京高裁管内）

司法修習生指導担当者協縦会

第7期生後期修習開始

第9期生採用

第7期生修習終了

第9期生修習開始

刊事控訴判例研究会(館1回） 12． 12まで

司法研究(28年度)報告会

悦法研究会 1 ･ 13まで

侍例資格取得直前判班補研修(館2回)2．6まで
高裁別研修指灘裁判官協鵬会

刑事控訴判例研究会(第2回） 2．27まで

少年係判事補研修(館1回） 5．27まで

判事補研修・高裁別 1週間

司法研究(29年度)開始

判事補民事研修(第6回）6．25まで

刑事特殊事件研究会(第1回） 7．2まで

特例沓格取得直前判騏袖研修(第1回)7． 10まで

新任簡裁判事研修 10･23まで

特例沓格取得直前判事補研修(第2回） 10．2まで

少年係判事補研修(第2回) 10･ 12まで

簡裁判事研修・高裁別 1週間
商事事件研究会 10･9まで

判事補民事研修(第7回) 10．20まで

司法研究(29年度)中間報告会

刑事特殊事件研究会(館2回) 10．29まで

判事補民事研修(第8回) 11･20まで

特例資格取得直前判事補研修(第3回) 11 ･27まで

行政事件研究会 12．2まで

司法研究(29年度)報告会

判事任命直前判事補研修2． 1まで

裁判実務研究協縦会(8カ所）各2～3日間

労働事件研究会2．7まで

刑事特別法規研究会2･ 19まで

刑事控訴判例研究会2．26まで
刑の量定についての研究のための協議会3． 1まて

少年係判事補研修4．28まで
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新任判事補少年事件等研修(第1回) 10．6まで
家事事件研究会 lO･2まで

判事補研修・高裁別 1週間

司法研究(31年度)中間報告会
労働事件研究会 10．6まで
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5 行政眼件研究会 11 ． 10まで

判駆補民事研修(第3回) 11 ･ 17まで
刑事噸件研究会(第1回) l l ･ 17まで
商事事件研究会 11 ．24まで
保擬観察研究会(第1回) ll ･27まで

司法研究(31年度)報告会

保護観察研究会(第2回) 12･ llまで

裁判実務研究協縦会ブロック別(4カ所) 1～2日間
刑事時殊事件研究会 l ･ 13まで

刑砺控訴判例研究会 1 ． 16まで
刑駆事件研究会(第2回） 2．9まで

判事任命直前判事補研修2．28まで
民聯卜訴研究会2．27まで

師散判事(旧任者)研修3．3まで
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第11期生採用

第9期生修習終了

第11期生修習開始

弟11期生珠湘

購9期生修習終了
"ll期生修習開飴

4

狩例資格取得直前判事補研修(第1回) 6･ 1まで
司法研究(32年度)開始

特例街格取得直前判事補研修(第2回） 6．29まで
簡栽判事研修・高裁別 1週間
少年事件研究会7． 13まで

裁判実務研究協醗会(東京・大阪合同)8．2まで

5

７

６
－
７
６

０
０
１

１
２
３
第11期生前期修習終了

第10期生中間合同研究3日間

ブロック別司法修習生指導担当者

協餓会(広島･福岡･高松高裁管内）
ブロック別司法修習生指導担当者
協醗会(仙台･札幌商裁管内）

P剛合l刑l鮒究3日間

同法修習生指導担当者

島･福岡･高松高裁管内
|司法修習生指導担当者
台･札幌高裁管内）

8

６
吃
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
5 23

6 8

6～7

13

22

7 16

8

５
６

13

27

9 5

9～11

４
倉
６

１
２

10 3

4

17

18

24

11 4

7

16

24

30

12 3

31 1

8

26

2 9

15

23

3 26

4 1

5

12

5 22

5～7

6 1

6

18

7 14

8

鋪9期生前期修習終了

鋪8期生中間合同研究3日間

高裁管内別司法修習生指導担

当者協溌会(広島･福岡商裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担
当者協縦会(仙台･*l幌高裁管内）
高裁笹内別司法修習生指導担

当者協縦会(大阪･名古屋･高松

高裁管内）

高裁管内別司法修習生指導担

当者協議会(東京高裁管内）

司法修習生指導担当者協議会

第8期生後期修習開始

第10期生採用

第8期生修習終了

第10期生修習開始

第10期生前期修習終了．

第9期生中間合同研究3日間

特例資格取得直前判事補研修(第1回）6．4まで

刑願特別法規研究会6． 11まで

司法研究(30年度)開始

特例資格取得直前判砺補研修(第2回） 7．5まで
判事補研修・高裁別 1週間

新任簡裁判事研修 10．25まで

特例資格取得直前判事補研修(第3回） 9．27まで

労働事件研究会9．29まで

簡裁判事研修・高裁別 1週間

判事補民事研修(第1回) 10･ 13まで

少年係判事補研修10． 19まで

司法研究(30年度)中間報告会
行政聯件研究会 10．22まで

刑事特別研究会 10．28まで

商事事件研究会 11 ･ 11まで

判事補民事研修(第2回) 11 ･26まで

刑の執行猶予者に対する保潅観察言渡制度の運用

に閲する研究会(第1回) 11 ．30まで

民事上訴研究会 12･2まで

司法研究（30年度）報告会

刑の執行猶予者に対する保護観察言渡制度の運用
に閥する研究会(第2回) 12･ 14まで

裁判実務研究協縦会(4カ所) l～2日間
家事事件研究会 1 ．30まで

高裁別研修指導裁判官協縦会

刑事控群判例研究会2． 18まで

判事任命直前判事補研帷3． 1まで

簡裁判事(旧任者)研修3．30まで

特例資格取得直前判事補研修(第1回) 6･ 1まで
簡裁判事研修・高裁別 1週間
司法研究(31年度)開始

少年係判事補研修6． 16まで

特例資格取得直前判事袖研修(第2回）6．28まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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ブロック別司法修習生ｵ甑$担当者

協縦会(大阪･名古屋高裁管内）

ブロック別司法修習生指蝋担当者

協魏会(東京高裁管内）

司法修習生指導担当者協縦会

創立l()周年記念式典

司法修習生のバッジに関する

規程施行

第10期生後期修習開始

第12期生採用

第10期生修習終了

第12期生修習開始

第12期生前期修習終了

第11期生中間合同研究3日間

ブロック別司法修習對騨担当者

協縦会(大阪･名古屋･高松商裁

管内）

ブロツケ別司法修習生蝉鯛壁肴
臨胤会(仙台･ｷl幌高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協縦会(東京高裁管内）

新任簡裁判事研修 10． 19まで

判事補民蕊研修(第1回） 9．28まで

新任判事補少年事件等研修(第1回) 10･5まで
司法研究(32年度)中間報告会

仮処分研究会9．28まで

会社更生・商事事件研究会 10．3まで

判事補研修・高裁別 1週間
判事補民事研修(第2回） ！() ・ ’9まで

新任判駆補少年事件等研修(鱒2回） 10．25まで
家事事件研究会 10． 17まで

刑事控脈判例研究会(第1回) 10･26まで

判事補民事研修(第3回) 11 ･ 16まで

行政・労働事件研究会11 ．9まで

刑事控解判例研究会(第2回) 11 ･ 16まで

簡裁判事(旧任者)研修 11 ．22まで

執行事件研究会 11 ．22まで

司法研究(32年度)報告会

刑事事件研究会 11 ．30まで

刑事特殊事件研究会 1 ．8まで

裁判実務研究協議会ブロック別(4カ所）2日間
研修指導裁判官協議会(32年度）

保護観察研究会(第1回) 2･ 15まで

判事任命直前判事補研修2．27まで

保護観察研究会(第2回） 3． 15まで

特例資格取得直前判事捕研修(第1回） 5．31まで
司法研究(33年度)開始

保護観察研究会6．7まで

特例資格取得直前判事補研修(箙2回） 7．4まで
簡裁判事研修・高裁別 1週間

裁判実務研究協縦会(東京・大阪合l司） 8．25まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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34

ブロック別司法修習生指導担当者

鶴農会(広島・福岡商裁管内）

1代所長松田室郎転出

1代所長安倍恕任命

司法修習生指導担当者協議会

第11期生後期修習開始

新設司法修習生配属庁会指導

連絡協搬会

第13期生採用

第11期生修習終了

第13期生修習開始。

新設司法修習生配属庁ﾐ会指導

担当者協縦会

第13期生前期修習終了

第12期生中間合同研究3日間

ブロック別司法修習生指導担当者

協議会(広島･桐岡･高松高裁管内）

ブロック別司法侮習生指導担当者

協議会(大阪･名古屋高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協縦会(東京高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協議会(仙台･札幌高裁管内）

師任簡裁判事研修 10．23まで

師任判事補少年事件等研修(第1回） 9．27まで
司法研究(33年度)中間報告会

iﾘ鞭判例研究会(鱸1回） 9．20まで

ﾘ事揃民事研修(第1回) 10･2まで

保全執行事件研究会9．27まで

判事補研修・高裁別 1週間

会社更生・商事事件研究会 10．4まで

Wi任判事補少年事件等研修(第施1) 10･24まで

ﾘ事補民事研修(第2回) 10･22まで
刊事判例研究会(第2回) 10･25まで

家事事件研究会 11 ．8まで

断任判事補少年事件等研修(第3回） 11 ．21まで

ﾘ駆補民事研修(第3回) 11 ． 19まで

1N事事件研究会 11 ． 15まで

間裁判事(旧任者)研修 11 ．22まで

司法研究(33年度)報告会

判事桶特別研修・札幌高裁管内2日間

裁判実務研究協縦会ブロック別(4カ所） 2日間

判事任命直前判事補研修(第1回） 2．25まで

判事任命直前判駆補研修(第2回) 3･ 17まで

司法研究(34年度)開始

将例資格取得直前判率補研修(第1回） 5．21まで
保溌観察研究会(第1回)6．6まで

特例漬格取得直前判事補研修(第2回） 6．24まで

簡裁判事研修・高裁別 1週間

初任簡裁判事研修 11 ．26まで

新任簡裁判事研修 10．23まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係

9～11

４
７

18

28

10 6

7

13

14

30

1 1 4

5

０
１
２

１
１
１

12 2

35 1 12

l～2

13

2 5

3 7

4

7

14

5 6

27

6 16

7～9

7 20

8

5

19

26

31

9 6

9～11

9

16

27

10 4

５
川
胞
お

11 1

司法修習生指導担当者協縦会

第12期生後期修習開始

第14期生採用

第12期生修習終了

第14期生修習開始

第14期生前期修習終了

第13期生中間合同研究3日間

ブロック別司法修習生指靭担当者

協議会(広島･福岡･高松高裁管内）

ブロック別司法修習生指潮旦当者

協議会(大阪高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協縦会(東京･名古屋高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協譲会(1｣1台･札幌高裁管内）

司法修習生指導担当者協齪会

司法研究(34年度)中間報告会

新任判事補少年事件等研修(第1回） 9．23まで

判事補民事研修(第1回) 10･ 1まで

簡裁判事(旧任者)研修 10．2まで

判事補研修・高裁別 1週間

執行事件研究会 10．9まで

新任判事補少年事件等研修(第2回) 10･23まで

判事補民事研修(第2回） 10．24まで

刑事事件研究会 10． 17まで

家事事件研究会 11 ．7まで

司法研究(34年度)報告会

新任判事補少年事件等研條(第3回) 11 ･21まで．

判事補民事研修(第3回) 11 ･21まで

刑事判例研究会 11 ． 14まで

判事任命直前判事補研修(第1回) 11 ． 19まで

判事補特別研修・札幌商裁管内2日間

判事任命直筋判事補研修(第2回) 1 ･21まで

裁判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間

判事任命直前判事補研修(第3回) 2･ 12まで

保護観察研究会(第2回） 3． 12まで

司法研究(35年度)開始

判事補中間実務研究(第1回） 6．4まで

判事補中間実務研究(第2回）6．24まで

簡裁判事研修・高裁別 1週間

判事補少年事件等研修(第1回）9．22まで
司法研究(35年度)中間報告会

判事補民事研究(第1回） 9．29まで

刑事事件研究会9．30まで

新任簡裁判事研修 1 1 .16まで

判事補研修、高裁別 1週間
仮処分研究会 10．7まで

判事補少年事件等研究(第2回) 10･21まで

判事補民事研究(第2回） 10．22まで

刑事判例研究会 10･ 15まで ’

家事事件研究会 10．28まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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W13期生後期悠習開始

"15期生採用

箔13期生修習終了

*15期生條習開始

第15期生前期修習終了

第14期生中間合I司研究3日間

ブロック別司法修習生指導担当者
協議会(広悶･福岡･高松高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協譲会(大阪･名古屋高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協議会(東京高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者
協議会(仙台･札幌高裁管内）

司法修習生指導担当者協縦会

第14期生後期悔習開始

新設司法修習生配属庁会指導

連絡協謹会

新股司法修習生配属庁会指導

司法研究(35年度)報告会

判事補民事研究(第3回） 11 ． 19まで

判事補少年事件等研究(第31m) 11 ･26まで

噺事事件研究会 11 ･ 18まで

哉判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間

判事補殿終実務研究(第1回) 1 ･20まで

判事補最終実務研究(第2IEI) 3･ 15まで

シカゴ大学マ･ソクス・ラインスタイン教授セミ

ナー実施6．28まで

司法研究(36年度)開始

判事補中間実務研究(第1回) 6･ 10まで
判事補中間実務研究(第2EI) 7･ 1まで
簡裁判事実務研究・高裁別 1週間

初任簡裁判事特別研修 11 ･25まで

判事補少年事件等研究(第1回）9．22まで

司法研究(36年度)中間報告会
判事補民事研究(第1回) 0･28まで

刑事事件研究会9･30まで

判事補実務研究ブロック別(4カ所） 1週間

判事補少年事件等研究(第2回) 10･20まで
新任簡裁判事研修 11 ．25まで

判事補民事研究(第2回) 10･21まで

行政事件研究会 10． 14まで

少年事件研究会 10．21まで

｢交通事故に関する私法上の諸問題」研究会
10．28まで

司法研究(36年度)報告会

判事補民事研究(第3回） 1 1 ． 18まで
判事補少年事件等研究(鮪3回) 11 ･25まで
刑事判例研究会 11 ． 18まで

裁判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間

判事補殿終実務研究(第1回） 2． 1まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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担当者協縦会

第16期生採用

第14期生修習終了

第16期生修習開始

第16期生前期修習終了

第15期生中間合同研究3日間

プロ･ソク別司法修習生指導担当者

協縦会肱島･福岡･高松高裁管内）
ブロック別司法修習生指導担当者
協議会(大阪･名古屋高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者
協議会(仙台･札幌高裁管内）

ブロック別司法條習鐘旨導担当者

協議会(東京高裁管内）

3代所畏安I音恕退官

4代所長相島一之任命

司法修習生指導担当者協議会

第15期生後期修習開始

創立15周年記念式典

新設司法修習生配属庁会指導
連絡協眺会

新設司法修習生配属庁会指導
担当者協餓会

第17期生採用

第15期生修習終了
第17期生條習開始

判事補最終実務研究(第2回） 3．8まで

司法研究(37年度)開始

簡裁判事実務研究・高裁別 1週間
判事袖中間実務研究(館1回) 6･ 13まで

判事補中間実務研究(第2回） 7．21まで

判事補少年事件等研究(第1回） 9．20まで
司法研究(37年度)中間報告会
判事補民事研究(第1回） 9．26まで

刑事事件研究会9．22まで

家事事件研究会9．29まで

判事補少年事件等研究(第2回） 10． 13まで
新任簡裁判事研修 11 ． 17まで

判事補実務研究ブロック別(4カ所) 1週間
判事補民事研究(第2回) 10･ 13まで

ミシガ＞大学B・ .1ジョージ教授ら日米比較刑
事訴訟法セミナー 12．5まで
労働事件等研究会 10．27まで

判事補少年事件等研究(第3回) 11 ･ 17まで
判事補民事研究(第3回) 11 ･ 17まで
刑事判例研究会 11 ． 10まで

司法研究(37年度)報告会

裁判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間
判事補最終実務研究(第1回) 1 ･30まで

判事補最終実務研究(輔2回) 2･ 12まで

司法研究(38年度)開始

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第17期生前期修習修了

第16期生中間合同研究3日間

ブロック別司法修習生指導担当者
協齪会(広島･福岡･高松高裁管内）
ブロック別司法修習生指導担当者

協縦会(名古屋商裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者
協縦会(大阪高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者
協縦会(東京高裁管内）

ブロック別司法修習鐵騨担当者

協議会(仙台･札幌高裁管内）

司法惟習生指導担当者協談会

第16期生後期修習開始

新設司法修習生配属庁会指導
連絲協賎会

新般司法修習生配屈庁会指導
担当者協織会

第18期生採用

第16期生修習終了

第18期生修習開始

第18期生前期修習終了

ブロック別司法修習生指導担当者
協鍛会(広島･福岡･高松高裁管内）
ブロック別司法俺習生指導担当者
協縦会(大阪高裁管内）

第17期生中間合同研究3日間
ブロック別司法修習生指導担当者
協縦会(名古屋高裁管内）

判事補中間実務研究(第1回) 7･ 19まで
判事補中間実務研究(第2回） 7．24まで
簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

判事補少年事件等研究(第1回) 9･ 19まで
司法研究(38年度)中間報告会
判事袖民事研究(第1回) 9･21まで

刑事鞭件研究会9．21まで

行政事件研究会9．28まで

新任簡裁判事研修 1 1 ． 16まで

判事補実務研究・高裁別 1週間
判事補民事研究(第2回) 10･ 12まで
判事楠少年事件等研究(第2回） 10．26まで
刑事判例研究会 10． 19まで ．
家事事件研究会 10．26まで

判事補少年事件等研究(第3回) 11 ･ 16まで
判事補民事研究〈第3回) 11 ･ 16まで
司法研究(38年度)報告会

裁判実務研究会 1 ． 14まで

判事補殿終実務研究1 ．29まで

司法研究(39年度）開始

簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

判事補中間実務研究(第1回) 7･21まで
判事袖中間実務研究(第2回） 7．24まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
21

25

２
３
４
８
照

9

25

１弧
６
⑲
”
調
４
５
７
Ⅱ
郡
璽
羽
１
８
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８
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へ
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７
９

０4

10

20

ブロック別司法修習對認担当者

協議会(東京高裁管内）

ブロック別司法修習生指導担当者

協議会(仙台･札幌高裁管内）

4代所長相島一之転出

司法修習生指導担当者協縦会

5代所長鈴木忠一任命

第17期生後期修習開始

第19間皇採用

第17期生修習終了

第19期生修習開始

第19期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(広島･桐岡･高松高裁管内）
第18期生中間合同研究3日間

地域別司法修習生指導担当者協
縦会(東京･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京･仙台･札幌高裁管内）

初任簡裁判事特別研修 11 ． 14まで
判事補少年事件等研究(第1回) 9･ 19まで

司法研究(39年度)中間報告会
判事袖民事研究(第1回)9･ 19まで

家事事件研究会9． 19まで

判事補民事研究(第2回) 10･7まで

新任筋裁判事研修 11 ． 14まで

刑事事件研究会 10．3まで

判事補実務研究・高裁別 1週間
判事補民事研究(第3回) 10･ 17まで

判事補少年事件等研究(第2回) 11 ･ 14まで
会社更生・破産事件等研究会 11 ．7まで

司法研究(39年度)報告会

刑事判例研究会 11 ． 14まで

裁判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間
判事捕最終実務研究(輔1回) 1 ．29まで

判事補品終実務研究(第2回） 2．4まで

ミシガン大学ラッセル．A・スミス教授ら日米比
鮫労働法セミナー6．29まで

司法研究(40年度)開始

簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

判事補中間実務研究7．27まで

新任判事補実務研究(鋪1回）9．21まで

司法研究(40年度)中Ⅲ報告会
判事補民事実務研究(第1回) 10･2まで
新任鯛裁判事研修 11 . 13まで

判事補実務研究・高裁別 1週間

新任判事補実務研究(第2回) 10･ 14まで ．

判事補民事実務研究(第2回) 10． 16まで
少年事件研究会 10．23まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判 言関係
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司法修習生指導担当者協職会

"18期生後期修習開始

第20期生採用

第18期生修習終了

第20期生修習開始

第20期生前期修習終了
地域別司法俺習生指導担当者協
綴会(東京･仙台･札幌商裁管内）
第19期生中間合同研究3日間
地域別司法修習生指導担当者協
議会(東京･名古屋高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
議会(広鴎･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
議会(大阪･名古屋高裁管内）

司法修習生指導担当者協膿会

第19期生後期修習開始

新設司法修習生配属庁会指導
連絡協縦会(函館地裁）

新設司法修習生配属庁会指導
連絡協凝会(大分地裁）

司法修習生事務担当者連絡協
縦会

判雛荊岐溌実務鮴究(第1回） 10．29まで

判恥稲簸終実務研究(第2回） 11 ．2まで
執行事件研究会 10･30まで
司法研究(40年度)報告会

借地借家事件研究会 11 ． 12まで
刑’畔ﾘ例研究会 11 ． 12まで

裁判実務研究会ブロック別(2カ所） 2日間

司法研究(41年度)開始

簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

初任簡裁判事特別研修 11 ． 12まで
新任判事補実務研究(第1回) 9･21まで
司法研究(41年度)中間報告会
判事補中間実務研究(第1回） 9．22まで
判事補2年実務研究(第1回）9．30まで
判事補2年実務研究(第2回) 1() ･8まで
新任筋裁判事研修 11 ． 12まで
刑事聯件研究会 10． 1まで

判事補実務研究・高裁別 1週間
判事補最終実務研究(第1回) 10･ 14まで
判事補餓終実務研究(第2回) 10･ 19まで
新任判事補実務研究(第2回） 10．26まで
判事補中間実務研究(第2回) 10･28まで

｢交通事故における損害賠徽の緒問題」研究会
10．29まで

刑事判例研究会 11 ． 11まで

破産事件及び司法運営研究会 11 ． 12まで

司法研究(41年度)報告会
裁判実務研究会
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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"21期生中間合同研究3日間

地域別司法修習生指導担当者協

腱会(東京･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

膿会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

擢会(広島･福岡･高松高裁管内）

司法修習生指導担当者協縦会

第21期生後IW修習開始

司法修習生事務担当者連絡協

縦会

第23期生採用

第21期生修習終了

第23期生修習開始

第23期生26名修習開始

〈東京大学卒業遅延のため）

第23期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京･仙台･札幌高裁管内）

第22期生中間合同研究3日、

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

磯会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(広島･福岡･高松高裁管内】

司法研究(43年度)中間報告会

新任判事補実務研究9．21まで

少年事件研究会9．27まで

新任簡裁判頚研修11 ･ 16まで

判事補中間実務研究 10．9まで

判事補実務研究・高裁別 1週間

保全処分に関する研究会 10．4まで

判事補3年実務研究(第1回) 10･26まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･30まで

労働事件及び司法運営に関する研究会 10･西まで

刑事判例研究会 10．31まで

米国ミシガン大学ウイットモア・グレイ教授溺演

判事補溌終実務研究 11 ･ 13まで

司法研究(43年度)報告会

裁判実務研究会 1 ． 17まで

ノースウェスタン大学ナサニエル．L・ネイザン

スン教授識演

米国ウィスコンシン大学サミユエル・マーミン

教授セミナー6．．9まで

司法研究(44年度)開始

簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

司法研究(44年度)中間報告会

新任判事補実務研究9． 19まで
初任簡裁判噸研修 11 ． 15まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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弓l法研修所松戸分室新築

"21期生採用

蒋19期生修習終了

"21期生修習開始

Wf設司法修習生配属庁会指導

但当者協縦会

"21期生前期修習終了

司法研修所'1,石川分室廃止．

隆戸分室に合宿舎移転

地域別司法修習生指導担当者協

機会(東京･仙台･札幌高裁管内）

第20期生中間合同研究3日間

地域別司法修習生指導担当者協

礎会(東京･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

磯会(広島･福岡･商松高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

機会(大阪･名古屋高裁管内）

司法修習生指導担当者協縦会

第20期生後期修習開始

創立20周年記念式典

節22期生採用

第20期生修習終了

鮪22期生修習開始

第22期生前期修習終了

地域別司法修習生指灘担当者協

磯会(東京･仙台･札幌商裁管内）

司法研究(42年度)開始

米国カソリック大学ジョブリ一・J・ラニング

股授卿演

繭裁判躯実務研究ブロック別 1週間

判事棚中間実務研究(館1n) 9･ 14まで

初任簡裁判事特別研修 11 ． 11まで

司法研究(42年度)中間報告会

新任判事補実務研究(第1回） 9．22まで

判事袖中間実務研究(第2回） 9．28まで

新任間裁判事研修 11 ． 1 1まで

刑事砺件研究会9．30まで

新任判事補実務研究(第2回) 10･ 13まで

判事補実務研究・高裁別 1週間

判事補中間実務研究(第3回) 10． 13まで

判事補最終実務研究(第11ml 10．20まで

判事補殿終実務研究(第2回) 10･25まで

人事・宗廟事件研究会 10．28まで

行政事件及び司法運営研究会 11 ． 1(〕まで

刑事判例研究会 11 ･ 10まで

司法研究(42年度)報告会

裁判実務研究会 1 ． 11まで

司法研究(43年度)開始

簡裁判鞭実務研究ブロック別 1週間
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年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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司法修習生指導担当者協縦会

第22期筐後期修習開始

新股司法修習生配属庁会指導

連絡協議会(福井地裁）

第24期生採用

第22期生修習終了

第24期生修習開始

新股司法修習生配属庁会指導
担当者協磯会

第24期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(広島･福岡･高松高裁管内】

第23期生中間合同研究3日、

地域別司法修習生指導担当者協

膿会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京淘裁管内）

地域別司法修習生指灘担当者協
縦会(東京･仙台･札幌高裁管内】

5代所長鈴木忠一退官

6代所長守田直任命

司法修習生指導担当者協縦会

Wi任簡裁判事研修 11 ･ 15まで

側事補最終実務研究 10･2まで

判事補実務研究・高裁別 1週間

隆訴･抗告及び司法週営に関する研究会10･9まで

簡裁判事実務研究 10．9まで

判事補3年実務研究(第1回） 10．23まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･30まで

『ﾘ事判例研究会 10．24まで〃

I瞥地非訟事件及び司法修習生の指導に関する研

究会 10･30まで

判事補中間実務研究 11 ． 13まで

司法研究(44年度)報告会

裁判実務研究会 1 ･22まで

司法研究(45年度)開始

力'ﾘﾌｵルニア大学ショー・サト一教授諭滴

簡裁判事実務研究ブロック別 1週間

司法研究(45年度)中間報告会

判班補10年股終実務研究9． 11まで

判砺補実務研究・高裁別9･ 12まで

家事事件研究会9･ 18まで

新任簡裁判事研修 11 ･ 14まで

判事補3年実務研究 10･8まで

少年事件研究会 10．2まで

簡裁判事実務研究 10･ 16まで

判噸補5年中間実務研究(第1回) 10･22まで

判率補5年中間実務研究(第2回） 10．28まで

公害訴訟及び司法運営に関する研究会10･29ま7

新任判事補実務研究 11 ･ 14まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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11

第23期生後期修習開始

司法研修所高松分室新築

第25期生採用

第23期生修習終了

東京都文京区湯島4丁目6番6号
(旧岩崎邸･裁判所密記官研修

所跡)の新庁舎に移転

第25期生修習開始

湯島庁舎落成式

第23期生(7月採用)修習終了
第25期生前期修習終了

第24期生中間合同研究3日間

地域別司法修習生指導担当者協
議会(広島･福岡･高松高裁管内）

地i錫ﾘ司法修習生指導担当者協

縦会(大阪･名古屋商裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

眼会(東京商裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

眼会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁醗修習指導連絡協縦会

(牌岡県弁艘士会1

弁鍍修習指導連絡協餓会
(札幌弁醗士会）

弁腰修習指灘連絡協鱗会

(京都弁護士会）

弁醗修習指導連絡協縦会
(福岡県弁膜士会）

6

司法修習生指導担当者協駿会

刑事判例研究会 11 ． 】2まで

司法研究(45年度)報告会

簡裁判事実務研究ブロック別7．24まで

判願補3年実務研究(第1回) 9･ 11まで
初任簡裁判事研修 11 ． 13まで

簡裁判事中央実務研究9． 14まで

判率補10年殿終実務研究9．23まで
新任簡裁判事研修 11 . 13まで

民願交通事件研究会9．23まで

判事補3年実務研究（第2回) 10．2まで

判事補5年中間実務研究・高裁管内別 1週間
アムステルダム大学デ・ヴインター教授講油
労働事件研究会 10．7まで

判事補3年実務研究(第3回) 10･ 16まで
刑聯判例研究会 10． 15まで

新任判事補実務研究(第1回) 10･23まで
裁判実務研究会(第1回） 10．22まで

新任判事補実務研究(第2回) 10･30まで
簡裁判事2年実務研究 10．30まで
少年事件研究会 10．29まで

新任判事補実務研究(第3回) 11 ･ 13まで
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年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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護修習指導連絡協齪会
悶山弁護士会）

霞修習指導連絡協縦会
吹田弁護士会）

;25期生後期修習開始

|法研修所大阪分室新築

;27期生採用

525期生修習終了

527期生修習開始

1法研修所白金分室改築

胃27期生前剛修習終了

2域別司法修習生指導担当者協
隆会(広島･福岡･高松高裁管内）
鳶26期生中間合同研究2日臘
也域別司法修習生指導担当者協
協会(大阪･名古屋高裁管内）
也域別司法修習生指導担当者協
腱会(東京高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協
罷会(東京･仙台･札幌高裁管内

弁縦修習指騨連絡協議会

(九什lプロソク）

弁渡修習指灘連絡協議会
(近畿プロ､ソク）

井波修習指導連絡協縦会
(東北ブロック）

弁膜修習指導連絡協餓会
(中国ブロック）

弁膜修習指導連絡協議会
(四国ブロック）

弁艘修習指灘連絡協議会

曹事件研究会 11･10まで

)法研究(46年度)報告会
i任判事袖研さん(第3回） 4月末日まで

毎週金曜日又は土曜日）

f任判事補研さん(第1回） 8月末日まで
毎週金曜日又は土暇日）

Pルン大学バウムケルテル教授諭演

ij法研究(48年度)開始

斫任判事補研さん(第2回） 12月末日まで

(毎週金暇日又は土曜日）

箭任簡裁判事研修(第1班) 11 ･ 10まで

判事補10年最終実務研究9． 12まで

簡裁判事中央実務研究9･ 12まで

新任簡裁判事研修(第2班) 11 ･ 10まで

判事補5年中間実務研究(第1回) 10･9まで

判事補3年実務研究(第1回) 1() ･ 19まで

刑事判例研究会 10･ 19まで

判事補5年中間実務研究(第2回) 10･30まで

医療・建股関係事件研究会 10･26まで

米国オレゴン州控訴院判事ロパート ．Y・ ､ﾉー

ントーン氏講演

年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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i24期生後期修習開始

i股司法修習生配属庁会指導
I絡協議会(秋田地裁）
i股司法修習生配属庁会指導
l絡協説会(11l形地裁）
↑股司法修習生配屈庁会指導
錨協議会(大津地裁）
『股司法修習生配属庁会指導
醗協縦会(富山地裁）
＃26期生採用

間24期生修習終了

肖26期生修習開始

屑26期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協
侭会(広島･福岡･高松高裁管内
浦25期生中間合同研究2日I

地域別司法修習生指導担当者1M
農会(大阪･名古屋高裁管内）
I也域別司法修習生指導担当者M
蟻会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者M
縦会(東京･仙台･札幌高裁管縢

弁艫修習指導連絡協議会
(福岡県弁艘士会）

弁膜修習指導連絡協議会
(長野県弁腰士会）

弁渡修習指導連絡協議会

(近畿弁渡士連合会）

司法修習生指琳担当者協鵬

;判実務研究会(第2回) 11 ･ 12まで

|法研究(46年度)開始

斤任判事補研さん(第1回） 8月末日まで
毎週金咄日又は土畷日）
1法研究(47年度)開始

批判官研修会(沖縄から本土の裁判官に補職ざ
1た者を対象とする。 ）

新任判事補研さん(第2回) 12月末日まで
(毎週金暇日又は土暇日）
初任簡裁判事研修 11 ･ 11まで
判事補3年実務研究(第1回) 9･ 13まで
簡裁判事中央実務研究9． 12まで
新任簡故判事研修 11 ． 11まで
判事補10年最終実務研究 l() ･4まで
判事補5年中間実務研究(第1回) 10･9まで
少年事件研究会 10．6まで
判事補3年実務研究(第2回） 10． 19まで

会社関係事件研究会 10･20まで

判事袖5年中間実務研究(第2回) 10･31まで
刑事判例研究会 10･27まで

簡裁判事2年実勝研究 11 ･ 11まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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(中部ブロック）

司法修習生指導担当者協縦会

弁渡修習指導連絡協議会

(関東ブロック）

弁溌修習指導連絡協縦会
(北海道ブロック）

第26期生後期修習開始

第28期生採用

第26期生修習終了

第28期生修習開始

第28期生前期怯習終了

地域別司法修習生指導担当者1筋

縦会(広島･福岡･商松高裁管内）

地域別司法修習生指導担当昔協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）

第27期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京商裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

醗会(東京･仙台･札幌高裁管内）

6代所長守田直退職

7代所長大塚正夫任命

弁腰修習指導連絡協議会
(東北ブロック）

弁膜修習指導連絡協議会
(九州ブロック）

弁護修習指導辿絡協縦会

(関東ブロック）

簡裁判事2年実務研究 11 . 10まで

判事補3年実務研究(第2回) 11 ･ 14まで
保全事件研究会 11 ．8まで

司法研究(47年度)報告会
新任判事補研きん(第3回） 4月末日まで
(毎週金暇日又は土曜日）

新任判事補研さん(鱸1回） 8月末日まで
(毎週金蝿日又は土珊日）

司法研究(49年度)開始

新任判事袖研さん(第2回) 12月末日まで

(毎週金暇日又は土暇日）

新任間裁判事研修(第1班） 11 ．9まで

判事補10年最終実務研究9． 11まで

判事補3年実務研究(第1回）9． 13まで

新任簡裁判事研修(第2H) 11 ･9まで

西独ミユンスター大学シュナイダー教授識演

判事補5年中間実務研究(第1回) 10．3まで

人事・家事事件研究会 10．3まで

簡裁判事中央実務研究 10．9まで

英国オックスフォード大学ヘンリー.W･R･
ウエイド教授識演

判事補5年中間実務研究(第2回） 10．23まで
刑事判例研究会 10． 18まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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弁護修習指導連絡協縦会．

(近畿ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会
(中部ブロック）

司法修習生指導担当者協譲会

第27期生後期修習開始

司法研修所広島分室新築

第29期生採用

第27期生修習終了

第29期生修習開始

第29期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協
職会(東京･仙台･札幌高裁管内）

第28期生中間合同研究Z日間

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京高裁管内）

地”1司法修習生指導担当者協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協

議会(広島･福岡･高松高裁管内）

紀尾井町分室新築

弁護修習指導連絡協縦会

(四国ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(近畿ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会
(九州ブロック）

弁護修習指導連絡協駿会

簡裁判事2年実務研究 10．31まで

判事柵3年実務研究(第2回) 1 1 ． 11まで

刑事実務研究会

司法研究(48年度)報告会

新任判事補研さん(第3回）4月末日まで
(毎週金暇日又は土曜日）

新任判事補研さん(第1回） 8月末日まで
(毎週金曜日又は土暇日）

司法研究(50年度)開始

簡裁判事実務研究・高裁管内別4nM

新任判事補研さん(第2回) 12月末日まで
(毎週金曜日又は土暇日）

新任間裁判事研修(第1班) 11 ･8まで

判事補10年最終実務研究9． 10まで
判事補3年実務研究(館1回） 9． 12まで

新任簡裁判事研修(第2班) 11 ･8まで
簡裁判事中央実務研究9．23まで

国際弁護士協会副理事長ゴードン・スリン氏識演

'ﾘ甑補5年中間実務研究(第1回) 10･8まで

刑事実務研究会 10．9まで

判聯補5年中間実務研究(第2回) 10･22まで
民事実務研究会 10． 17まで

民事特殊事件及び司法運営研究会 10．24まで
簡裁判事2年実務研究 10．29まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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(関東ブロック）

司法修習生指導担当者協議会
弁護修習指灘連絡協縦会
(中部ブロック）

第28期生後期修習開始

第30期生採用

第28期生修習終了

第30期生修習開始

第30期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協
議会(大阪･名古屋高裁管内）
第29期生中間合同研究2日Ⅲ

地域別司法修習生指導担当者協
議会(広島･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

議会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁護修習指導連絡協議会
(近畿プコック）

弁護修習指導連絡協縦会
(関東ブロック）

弁護修習指導連絡協議会
(中部ブロック）

弁謹修習指導連絡協議会
(東北ブロック）

司法修習生指導担当者協醗会

弁護修習指導連絡協誰会

刑事判例研究会 11 ．7まで

判事補3年実務研究(第2E1) 11 ･ 13まで
司法研究(49年度)報告会

新任判事補研さん(第3回）4月末日まで
(毎週金畷日又は土隔日）

新任判事柿研さん(第1回） 8月末日まで
(毎週金曜日又は土曜日）

司法研究(51年度）開始

簡裁判事実務研究・高裁管内別4日間

新任判事補研ざん(第2回） 12月末日まで
(毎週金咽日又は土畷日）
判事補10年最終実務研究9 ･ 8まで
判事補3年実務研究(第1回) 9 ･ 10まで
新任間裁判事研修(第1班) 11 ． 13まで
新任簡裁判事研修(第2班) 1 1 ･ 13まで
簡裁判事中央実務研究9 ．22まで
西独ザールランI､大学ウィルヘルム．カール．
ケツク教授諦演

判事補5年中間実務研究(第1回) 10･ 6まで

判事補3年実務研究(第2回) 10． 6まで
民事実務研究会 10･ 8まで

簡裁判事2年実務研究 10． 19まで

民事特殊事件研究会 10．21まで
判事補5年中間実務研究(第2回} 10･28まで
刑事判例研究会 10．29まで

IIﾘ事実務研究会 11 ． 12まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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30

１
１

12

153

(九州ブロック）

第29期生後期修習開始

第31期生採用 ．

第29期生修習終了
第31期生修習開始

第31期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協
議会(大阪･名古屋高裁管内）
第30期生中間合同研究2日間
地域別司法修習生指導担当者協
誰会(広島･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協
談会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁漉修習指導連絡協齪会

(四国ブロック）

弁渡修習指灘連絡協織会
(中部ブロック）

弁謹催習指導連絡協議会
(近畿ブロック）

弁醗修習指導連絡協畿会
(九州ブロック）

司法修習生指導担当者協縦会
第30期生後期修習開始

弁溌修習指導連絡協縦会．
(関東ブロック）

司法研究(50年度)報告会

新任判事補研さん(第3回） 4月末日まで
(毎週金暇日又は土曜日）

新任判事補研さん(第1回） 8月末日まで
(毎週金曜日又は土曜日）
司法研究(52年碇)開始(刑事関係）
司法研究(52年度)開始(民事関係）

新任判事補研さん(第2回) 12月末日まで
(毎週金噸日又は土曜H)

判事補5年中間実務研究(第1回） 9 ． 9まで
判事補10年最終実務研究 9 ･ 8まで
新任簡裁判事研修(第1班) 11 ． 12まで
簡裁判砺5年実務研究9 ･ 13まで

新任簡裁判事研修(第2班) 11 ． 12まで
判事補3年実務研究(第1回) 10･ 6まで
判事補5年中間実務研究(第2回) 10･ 6まで
民事特殊事件研究会 10． 7まで
民事実務研究会 10． 14まで

備裁判事2年実務研究 10．21まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･27まで
刑事判例研究会 10．21まで

刑事実務研究会 10･28まで

司法研究(51年度)報告会

新任判鞭補研さん(第3回） 4月末日まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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代所長大塚正夫転出

代所長安岡滿彦任命
可法研修所仙台分室新築

唐33期生採用

宮31期生修習終了

鞠3期生修習開始

穂3期生前期修習終丁

也域別司法修習生指導担当者協

農会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

溌会(広島･福岡･高松高裁管内）

龍32期生中間合同研究2日間

他域別司法修習生指導担当者協

溌会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

溌会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁護修習指導連絡協議会
(関東ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(北海道プロ･ソク）

弁護修習指導連絡協縦会

(九州プロ･ソク）

弁膜修習指導連絡協縦会
(近縦ブロック）

司法修習生指導担当者協譲会
弁漉修習指導連絡協縦会

(中部ブロック）

第32期生後期悠習開始

司法研修所札幌分室新築

第34期生採用

第32期生修習終了

断任判事補研修4 ． 14まで

所任判事補研ざん(第1回） 8月末日まで

(毎週金咽日又は土暇日）

司法研究(54年度)開始

新任判事補研さん(第2回） 12月末日まで

(侮週金珊日又は土曜日）

判事補3年実務研究(第1回) 9 ･ 13まで

簡裁判事2年実務研究9 ･ 14まで

判事補I()年般終実務研究9 ･ 12まで

新任簡裁判事研修(第1HI) 1i . 14まで
新任簡裁判事研修(第2班) 11 ･ 14まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･ 5まで

判事補5年中間実務研究(館1回) 10･ 5まで

民事特殊事件研究会 10･ 5まで

簡裁判事5年実務研究 10． 17まで

刑事判例研究会 10． 19まで

判事補5年中間実務研究(鮪2回) 10･26まで

司法研究(53年度)報告会

新任判事補研さん〈第3回）4月末日まで

(毎週金曜日又は土曜日）

年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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鳶32期生採用

膳30期生修習終了

穂2期生修習開始

浦32期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協

濃会(大阪･名古屋高裁管内）
鞠1期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協
濃会(広島･福岡･高松高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協
樅会(東京商裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

賎会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁蔽修習指導連絡協膿会

(東北ブロック）

弁盤修習指導連絡協縦会

(中部ブロック）

C

弁潅修習指導連絡協縦会

(関東ブロック）

弁溌修習指導連絡協縦会

(九州ブロック）

弁渡修習指猟連絡協服会
(近畿ブロック）

司法修習生指導担当者協議会

司法研修所に共済組合診療所

開股

第31期生後期修習開始

司法研修所名古屋分室新築

【毎週金暇日又は土曜日）

叶任判事補研修4 ．13まで

Wi任判嚇袖研さん(第1回) 8月末日まで

(毎週金曜日又は土曜日）

司法研究(53年庇)開始

断任判事補研きん(第2n) 12月末日まで

(毎週金暇日又は土曜日）

判事補10年最終実務研究9･ 8まで

新任簡裁判事研修(第1班) 11 ･ 11まで

判事袖5年中間実務研究(第1回1 9 ･ 14まで

簡裁判事5年実務研究9 ･ 12まで

新任間裁判事研修(第2班) 11 ･ 11まで

判事補3年実務研究(第1回) 10･ 5まで
簡裁判瓢2年実務研究 10･ 6まで

刑事判例研究会 10． 6まで

判事捕5年中間実務研究(館2回） 1(1 ．20まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･26まで

民事実務研究会 10･20まで

民事特殊事件研究会 10･27まで

刑事実務研究会1 1 ． 10まで

司法研究(52年度)報告会

新任判事補研さん(第3回）4月末日まで

(毎週金畷日又は土曜日）
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第35期生前期修習終了

第34期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協
縦会(広島･福岡･高松高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法縢習生指導担当者協
縦会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

賎会(東京高裁管内）

弁縦修習指騨連絡協議会

(九州・四国ブロック）

弁謹修習指導連絡協議会

(中部ブロック）

8代所長安岡滿彦転出

9代所長田富瞳男任命

弁護修習指導迎絡協議会

(北海道ブロック）

弁謹修習指導連絡協議会
(関東ブロック）

弁瀧修習指導連絡協縦会
(近畿・中国ブロック）

司法修習生指導担当者協縦会

第34期生後期修習開始

第36期生採用

第34期生修習
一

」

第36期生修習開始

新任判事補研さん(第2回) 12月末日まで
(毎週金曜日又は土畷日）

簡裁判事2年実務研究9． 11まで

判事補5年中間実務研究(第1回) 9･ 11まで
新任簡裁判事研修(第1班) 11 ･ 12まで

新任簡裁判事研修(第2班) 1 1 ･ 12まで
簡裁判事5年実務研究9．22まで
判事補10年簸終実務研究 10． 1まで
判事補3年実務研究(第1回) 10･8まで
民事特殊事件研究会 10．7まで

刑事判例研究会 10． 15まで

判事補5年中間実務研究(第2回) 10･23まで

判事袖3年実務研究(第2回) I() ･29まで

民事実務研究会 10．28まで

刑事実務研究会 11 ．6まで

司法研究(55年度)報告会

新任判事補研さん(第3回） 4月末日まで
(毎週金昭日又は土曜日）

司法研修所規程の一部を改正す-る規程制定
(般高裁判所規程第3号）
司法研修所第一部の発足

新任判事補配属庁所長実務研究会(第1回）
新任判事補研ざん制度の改正
新任判事補集中研修4． 18まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会(第1回)4.20まで
民事実務研究会5．27まで

年｜ 月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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篤34朋生修習開始

第34期生前期修習終了

1世域別司法修習生指導担当者協

議会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

磯会(広島･福岡･高松高裁管内）

第33期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

議会(東京商裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協
譲会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁護修習指導連絡協縦会

(中部ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(九州プロ‘･'ク）

弁護修習指導連絡協縦会

(関東ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(東北ブロック）

司法修習生指導担当者協議会

弁護修習指導連絡協議会

(近縦プロ･ソク）

第33期生後期修習開始

第35期生採用

第33期生修習終了

第35期生修習開始

断任判事補研晦 4 ． 13まで

斬任判事補研さん(第1回） 8月末日まで

(毎週金曜日又は土曜日）

司法研究（55年度）開始

新任判事補研さん(第2回) 12月末日まで

(毎週金曜日又は土曜日）

判事補3年実務研究〈第1回),9 ･ 11まで

新任簡裁判事研修(第1班) 11 ･ 11まで

判砺補i0年最終実務研究9 ･ 10まで

新任簡裁判事研修(第2班) 11 ･ 11まで

簡裁判事5年実務研究9 ．22まで

民事特殊事件研究会9．26まで

判事補5年中間実務研究(第1回） 10．3まで

ﾘ事補3年実務研究(第2回) 10･9まで

民事実務研究会 10．9まで

簡裁判事2年実務研究 10･23まで

判事補5年中間実務研究(第2回） 10．28まで

刑事判例研究会 10．24まで

刑事実務研究会 11 ．7まで

司法研究(54年度)報告会

新任判事補研きん(第3回）4月末日まで

(毎週金噸日又は土畷日）

新任判事補研修4． 12まで

新任判事補研ざん(第1回) 8月末日まで ．

(毎週金畷日又は土曜日）

司法研究(56年度)開始
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第37期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

議会(広島･福岡･商松高裁管内）

第36期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協
議会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協
齪会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁篭修習指導連絡協談会

(関東ブロック）

弁漉修習指導連絡協縦会
(中部ブロック）

弁護修習指導連絡協議会

(近畿・中国ブロック）

弁艘修習指導連絡協縦会

(東北・北海道ブロック）

弁護鯵習指導連絡協議会
(九州・四国プロ･ソク）

第36期生後期修習開始

渦鳥庁舎新館(裁判官研究室)を墹築

第38期生採用

第36期生修習終了

新任判事柵配属庁裁判長実務研究会(第1回）
(第1班) 4･ 19まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会(第1回）
(第2避） 4．22まで

民事実務研究会5．20まで

簡裁判事5年実務研究5．28まで

地方裁判所部総括裁判官研究会6．8まで
刑事実務研究会6． 17まで

司法研究(58年度)開始

支部長研究会7．6まで

簡裁判事実務研究・ブロック別 1週間

判事補10年最終実務刷究9． 10まで
新任簡裁判事研修 11 ． 15まで

専門研究会(第1回) 10･5まで

国内特別研究(報道機関コース輔1回） 3～4週間
判事補3年実務研究(第1回) 10･21まで

判事柿3年実務研究(鋪2回) 11 ･2まで

新任判事袖実務研究(館1回) 1 1 ･29まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･ 14まで
司法研究(57年度)報告会

新任判事補配属庁裁判長実務研究会(第2回)1･11まで
専門研究会(第2回) 1 ,24まで

判事補5年中間実務研究(第1回） 2．8まで
判事補5年中間実務研究(第2回） 2．24まで
簡裁判事2年実務研究3．9まで

国内特別研究(報道機関コース第2回） 4週間

国内特別研究(報道機関コース第1回） 3週間

西独ミュンヘン大学アルトゥール･カウフマン教
授鱗液

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第36期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

濃会(広島･福岡･高松高裁管内）

第35期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

湛会(大阪･名古屋高裁管内）

I也域別司法修習生指導担当者協
議会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

擬会(東京高裁管内）

弁護修習指導連絡協縦会

(関東ブワツク）

弁護修習指導連絡協識会

(東北ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(中部プロ･ソク）

弁護修習指導連絡協縦会
(近畿・中国プロ･ソク）

弁護修習指導連絡協縦会

(九州・四国ブロック）

司法修習生指導担当者協談会

第35期生後期修習開始

第37期生採用

第35期生修習終了
9代所長田宮亜男退官

10代所長沖野威任命

第37期生修習開始

11事実務研究会6．4まで

家庭裁判所部総括裁判官等実務研究会6．23まで

司法研究(57年度)開始

地方裁判所部総括裁判官研究会7． 17まで

判事補10年簸終実務研究9．4まで

新任簡裁判事研修(第1班) 11 ･ 11まで

刑事判例研究会9･ 10まで

新任簡裁判事研修(第2班) 11 ･ 11まで

民事特殊事件研究会9．22まで
簡裁判事5年実務研究 10･5まで

国内特別研究(報道機関コース第1回)3～4週Ⅲ1

専門研究会 10･20まで

家庭裁判所実務研究会 10.29まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･ 17まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･ 1まで

判事補3年実務研究(第1回) 12． 11まで

判事補3年実務研究(第2回） 12．22まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会(第姻)1･gまで

司法研究(56年度)報告会

判事補5年中間実務研究(第1回） 2．3まで

判事補5年中間実務研究(第2回） 2．23まで

国内特別研究(報道機関コース第2回)3～4週間

新任判事補配属庁所長実務研究会(第2回）

簡裁判事2年実務研究3． 17まで

新任判事補集中研修4･ 17まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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龍39期生前期修習終了

Mh域別司法修習生指導担当者協

混会(広島･福岡･商松高裁管内）

龍38期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

護会(大阪･名古屋高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

溌会(東京高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協

磯会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別弁護修習連絡協議会

(九州・四国ブロック）

地域別弁謹修習連絡協議会

(東北・北海道ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会

(近縦・中国ブロック）

10代所長沖野威転出

11代所長柳瀬隆次任命

地域別弁護修習連絡協議会

(中部ブロック）

地域別弁渡修習連絡協議会

(関東ブロック）

第38期生後期修習開始

第40期生採用

第38期生修習終了

第40期生修習開始

断任判事補配属庁裁判長実務研究会4･ 19まで

副内特別研究(民間短期コース） 3日間

地方裁判所部総括裁判官研究会(第1回)5･ 11まで

烏事実務研究会5．24まで

判事補6年中間実務研究(第1回） 6． 12まで

司法研究(60年度)開始
判事補6年中間実務研究(第2回） 6．26まで

間裁判聯実務研究･ブロック別4日ないし6日間
専門研究会(第1回） 7．6まで

判事補10年最終実務研究(第1lEI) 9･7まで
判事補10年最終実務研究(第2回) 9･ 13まで
新任簡裁判事研修 11 ･ 19まで

判事補3年実務研究(第1回) 10･4まで

判事補3年実務研究(第2回) 10･23まで

新任判事袖実務研究(第1回) 1 1 ･ 16まで

新任判事縮実務研究(第2回） 12．3まで

而裁判事5年実務研究 12･ 13まで

司法研究(”年度)報告会

地方裁判所部総括裁判官研究会(第2n) 1 ･ 14まで
刑事実務研究会 1 ．24まで

支部長研究会2．6まで

専門研究会〈第2回) 2･ 19まで

簡裁判事2年実務研究3．7まで

国内特別研究(報道機関コース第2回）4．22まて

新任判駆補築中研修4． 16まで

年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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海8期生修習開始

胸8期生前期修習終了

u域別司法修習生指導担当者協
胤会(広島･福岡･高松高裁管内）

鞠7期生中間合同研究2日間

也域別司法修習生指導担当者協
僅会(大阪･名古屋高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協

腱会(東京高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協
'億会(東京･仙台･札幌高裁管内）

弁護修習指導連絡協議会

(東北・北海道ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会

(九州・四国ブロック）

弁護修習指導連絡協縦会
（中部ブロック）

弁霊修習指導連絡協縦会

(近畿・中国ブロック）

弁護修習指導連絡協議会

(関東ブロック）

第37期生後期修習開始

第39期生採用

第37期生修習終了

第39期生修習開始

『任判事補集中研修4･ 18まで

f任判事補配属庁裁判長実務研究会(第1回)4･刈まで
W裁判事5年実務研究5． 11まで
e事実務研究会(第1回） 5．24まで

也方裁判所部総括裁判官研究会6．7まで
1法研究(59年度)開始

E部長研究会6．27まで

’門研究会(第1回) 7･ 10まで

iW裁判事実務研究・ブロック別4日ないし6日間

ﾘ事補10年最終実務研究(第1回） 9．8まで
ﾘ事補10年殿終実務研究(第2回) 9･ 14まで
断任簡裁判事研修 11 ． 17まで

匠1内特別研究(報道機関コース第2回） 3～4週間
刑事実務研究会 10･5まで

判事補3年実務研究(第1回) 10･20まで
判事補3年実務研究(輔2回) 1 1 ･ 1まで

民事実務研究会(第2回) 11 ･9まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･27まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･ 12まで

司法研究(58年度)報告会

新任判願補配属庁裁判長実務研究会(第2回)1 ･ 10ま．
家庭裁判所実務研究会 1 ･23まで

簡裁判事2年実務研究2．22まで

専門研究会(第2回） 3． 13まで

国内特別研究(報道擬間コース第1回)4．20ま可

新任判事補集中研修4． 17まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第40期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協
縦会(広島･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
餓会(大阪･名古屋高裁管内）

第39期生中間合|司研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協
議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

議会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別弁護修習連絡協議会

(九州・四国ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会
(東北・北海道ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会
(近畿・中国ブロック）

地域別弁護修習迎絡協縦会

(中部ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会
(関東ブロック）

第39期生後期修習開始

第41期生採用

第39期生修習終了

第41期生修習開始

新任判事袖配属庁裁判長実務研究会4． 19まで

国内特別研究(民間短期コース） 2～5日間
家庭裁判所実務研究会5･ 13まで

地方裁判所部総括裁判官研究会(第1回)5･ 17まで
民事実務研究会5． 30まで

刑事実務研究会6．6まで

司法研究(61年度)開始

専門研究会(第1回） 6．20まで

地方裁判所部総括裁判官研究会(第2回）7．3まで
商裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委嘱） 4日ⅢI

判事袖10年股終実務研究(第1回）9．6まで
判事補10年股終実務研究(第2回) 9･ 12まで
新任簡裁判事研修11 ．20まで
判事補6年中間実務研究(館1回） 10．3まで

国内時別研究(報道機関コース） 3へ4週間

判甑補6年中間実務研究(第2回) 10･23まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･ 18まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･4まで

簡裁判事5年実務研究12． 12まで
司法研究(60年度)報告会
専門研究会(第2回) 1 ･ 14まで

判事補3年実務研究(第1回) 1 ．28まで
判廟補3年実務研究(第2回) 2･ 13まで
簡裁判事2年実務研究3･ 13まで

国内特別研究(報道機関コース第1回)4･21まで
国内特別研究(民間長期コース,法律事務所コース)1年間

新任判事補集中研修4･ 15まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会4． 18まで
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第41期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協
譲会(広島･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協
議会(大阪･名古屋高裁管内）

第40期生中間合同研究2日間
地域別司法修習生指騨担当者協
議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協
議会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別弁護修習連絡協譲会
(東北・北海道ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会

(九州・四国ブロック）
地域別弁護修習連絡協議会
(近餓・中国ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会

(関東ブロック）

第40期生後期修習開始

地域別弁護修習連絡協議会

(中部ブロック）

第42期生採用

･第40期生修習終了

第42期生修習開始

刑事実務研究会5･ 15まで

国内特別研究(民間短期コース） 5．22まで
民事実務研究会5．29まで

専門研究会(第1n) 6･5まで

司法研究(62年度)開始
支部長研究会6．23まで

地方裁判所部総括裁判官研究会7．2まで

高裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委I") 4日111

判事補10年最終実務研究(第1回) 9･5まで
判事補10年鰻終実務研究(第2回) 9･ 11まで
新任間裁判事研修 11．19まで

判事補6年中間実務研究(第1回) 10･ 1まで

判事補6年中間実務研究(第2回) 10･21まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･ 17まで
新任判事補実務研究(第2回） 12．3まで

簡裁判廟5年実務研究 12． 1 1まで

司法研究(61年度)報告会
専門研究会(第2回) 1 ･ 14まで

判事補3年実務研究(第1回) 1 ．27まで
判事補3年実務研究(第2回） 2． 10まで
簡裁判事2年実務研究3． 1iまで

国内特別研究(報道機関コース第2回）4． 15まで
国内特別研究(民間長期コース.法律事務所コース)1年間

新任判駆補集中研修4． 17まで

新任判碩補配属庁裁判長実務研究会4．20まで
家庭裁判所実務研究会5． 13まで

国内将別研究(民間短期コース） 5．20まで
刑事実務研究会5．27まで



-126-
-127-

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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第42期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

議会(広島･福岡･高松高裁管内）

地域別司法修習生指導担当巷協

縦会(大阪･名古屋高裁管内）

"41期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

議会(東京高裁管内）

地域別司法修習生指導担当者協

縦会(東京･仙台･札幌高裁管内1

地域別弁護修習連絡協號会

(中部ブロック）

地域別弁讃修習連締協議会

(東北・北海道プロ･ソク）

地域別弁護修習連絡協縦会

(近畿・中国ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会

(九州・爾国ブロック）

地域別弁溌修習連絡協縦会

(関東ブロック）

11代所長柳瀬隆次転出

12代所長小野幹雄任命

第41期生後期修習開始

第43期生採用

第41期生修習終.了

第43期生修習開始．

民駆実務研究会6．3まで

司法研究(63年度)開始

専門研究会(第1回) 6･ 17まで

地方裁判所部総括裁判官研究会7･ 1まで

高裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委嘱)4日間

判事補10年最終実務研究(第1回) 9･ 10まで

園内特別研究(報道機関コース第1回)9．29まで

判事補10年最終実務研究(第2回) 9･ 17まで

新任簡救判事研修 11 ･ 19まで

判事補6年中間実務研究(第1回) 10･6まで

判事補6年中間実務研究(第2回） 10．21まで

新任刊耶補実務研究(第1回) 1 1 ･ 17まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･2まで

簡裁判り巧年実務研究 12．9まで

司法研究(62年度)報告会

専門研究会（第2回) 1 ･ 13ま･で

判邪補3年実務研究(第1回） 1 ．27まで

判事補3年実務研究(第2回） 2．9まで

国内時別研究(報道機関コース第2回） 2．22まて

簡裁判駆2年実務研究3．9まで

国内特別研究(報道機関コース第1回)4･20まで

国内時別研究(民間長期コース.法#坤務所コース) 1"m

新任判事柚姫中研修4． 16まで

新任判事袖配属庁裁判長実務研究会4． 19まヌ

専門研究会(第1回） 5． 12まで

国内特別研究（民間短期コース） 5． 19まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
15

29

12

17

19

19

24．25

27．28

18．19

24．25

4

18

20

16

17

20

6

6～12

7

7～8

8

9
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３
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Ⅱ
口
叫
訓
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１
２
３
４
５
６

2

第43期生前期修習終了

地域別司法修習生指導担当者協

議会(広島･福岡･高松高裁管内）
地域別司法修習生指導担当者協

議会(大阪･名古屋高裁管内）

第42期生中間合同研究2日間

地域別司法修習生指導担当者協

畿会(東京高裁管内）

地域別司法條習生指導担当者協
議会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別弁護修習連絡協議会

(関東ブロック）

地域別弁篭修習連緒協議会

(近畿・中国ブロック）

地域別弁渡修習連絡協議会

(九州・四国ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会

(東北・北海道ブロック）

地域別弁溌悔習連絡協議会
(中部ブロック）

第42期生後期修習開始

第44期生採用

第42期生修習終了

第44期生修習開始

支部畏研究会5．20まで

地方裁判所部総括裁判官研究会6．2まで

民事実務研究会(第1回) 6･ 16まで

司法研究(元年度)開始

刑事実務研究会6．23まで

高裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委嘱） 4日間

判事補3年実務研究(第1回) 9･ 13まで
新任間裁判事研修11 ． 18まで

判事柵3年実務研究(第2値|） 9．29まで

判事補10年最終実務研究(第1回) 10･21まで

「

判耶補10年最終実務研究(鋪2回) 10．27まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･ 10まで

新任判駆補実務研究(第2回) 11 ･22まで

簡裁判事5年実務研究12．8まで

司法研究(63年度)報告会

判事補6年中間実務研究(第1回) 1 ･26まで
判事補6年中間実務研究(第2回） 2．8まで
専門研究会(第2回) 2･ 17まで

民事実務研究会(第2回） 2．23まで

簡裁判駆2年実務研究3．8まで

国内将別研究(報道機関コース第2回）4．6まで
国内特別研究(民間長期コース.法徹事務所コース) 1年間

新任判事補集中研修4･ 14まで
新任判事補配属庁裁判長実務研究会4． 18まで
専門研究会(第1回) 5･ 18まで

国内特別研究(民間短期コース）6． 1まで
部総括裁判官研究会6．2まで

民駆実務研究会(第1回） 6． 15まで
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年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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肯45期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協

腱会(広島福岡･高松寓裁管内）
也域別司法修習生指導担当者協

協会(大阪･名古屋高裁管内）

僧“期生中間合同研究2日間

也域別司法修習生指導担当者協
腱会(東京高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協
僅会(東京･仙台･札幌高裁管内）

師設司法修習生配属庁会指導

旦当者協議会

也域別弁護修習連絡協縦会
(近畿・中国ブロック）

地域別弁謹修習連絡協縦会

(東北・北海道ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会

(九州・四国ブロック）

地域別弁謹修習連絡協縦会

(東京三会・間東ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会

(中部ブロック）

第44期生後期修習開始

第44期生修習終了

第46期生採用

第46期生修習開始

e事実務研究会6．28まで

il法研究(3年度)開始

寄裁管内別間裁判事実務研究(高裁委嘱) 3Rm

1事実務研究会7．5まで

剛事柵10年最終実務研究(第1回) 9･6まで

ドﾘ事補10年競終実務研究(第2回) 9･ 12まで

斫任簡裁判事研修 11 ． 16まで

トﾘ事補3年実務研究(第1回) 10･9まで

判事袖3年実務研究(第2回) 10．25まで

的裁判事5年実務研究 11 ' 1まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･20まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･4まで

司法研究(2年度)報告会

簡裁判事3年実務研究 1 ．24まで
判事袖6年中間実務研究(第1回） 2．5まで

判事補6年中間実務研究(第2回) 2･21まで

専門研究会(第2回） 2．28まで

国内特別研究(報道機関コース第2回） 4．2まで

国内特別研究(民間長期コース） 1年Ⅲ

新任判事補集中研修4． 11まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会4． 1sまて

専門研究会(第1回）5． 15まで

国内特別研究(民間短期コース）6．2まで

家庭裁判所実務研究会5．29まで

部総括裁判官研究会6． 12まで

司法研究(4年度)開始

年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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博“期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協

R会(広島･福岡･商松高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協

協会(大阪･名古屋高裁管内）
僧43期生中間合同研究2日Ⅲ

也域別司法俸習生指導担当者協
授会(東京高裁管内）

也域別司法鯵習生指騨担当者協
穐会(東京･仙台･札幌高裁管内）

|也域別弁護修習連絡協議会

(東北・北海道ブロック）

地域別弁護鯵習連絡協議会
(中部ブロック）

地域別弁謹修習連絡協議会
(近織・中国ブロツケ）

地域別弁溌修習連絡協談会

(九州・四国ブロック）

地域別弁護修習連絡協議会

(東京三会・関東ブロック）

第43期生後期修習開始

第45期生採用

第4]期生修習終了

第45期生修習開始

12代所長小野幹雄転出

脚代所長山口繁任命

そ庭裁判所実務研究会6．29まで

1法研究(2年度)開始

5裁管内別間裁判事実務研究(高裁委嘱）4日間
ﾘ事実務研究会7．6まで

11事袖10年股終実務研究(第1回) 9･7まで

&ﾘ駆補10年簸終実務研究(第2回)9･ 14まで
断任簡裁判事研修 11 ． 17まで

卜ﾘ事補3年実務研究(第1回) 10･6まで
劃内特別研究(報道機関コース） 3週間

卜ﾘ事捕3年実務研究(第2回) 1(1 ･26まで

簡裁判事5年実務研究 11 ･9まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･22まで

新任判事補実務研究(第2回） 12．5まで

司法研究(元年度)報告会

判馴補6年中間実務研究(鱸1回) 1 ．25まで

判事補6年中間実務研究(第2回） 2．8まで

民事実務研究会(第2回） 2． 16まで

専門研究会(第2回) 3･ 1まで

国内特別研究(報道機関コース第1回)4･ 19まマ

国内特別研究(民間長期コース) 1年間

新任判事補集中研修4． 13まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会4． 17まで

専門研究会(第1回） 5． 17まで

国内特別研究(民間短期コース) 5･31まで

支郁長研究会6． 1まで

部総括裁判官研究会6． 15まで
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年 月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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』城別司法修習生指導担当者協

i会(広島･福岡･高松高裁管内）

2域別司法修習生指導担当者協

R会(大阪･名古屋･福岡高裁管内）
闇46期生中間合同研究2日間

』域別司法修習生指導担当者協

胤会(東京･仙台･札幌高裁管内）

&域別司法條習生指導担当者協

胤会(東京･名古屋高裁管内）

也域別弁溌修習連絡協議会

近雛・中国ブロック）

山城別弁護修習迦絡協議会

(中部ブロック）

也域別弁溌修習連絡協譲会

(東北・北海道ブロック）

也域別弁護修習連絡協議会

(九州・四国ブロック）

也域別弁膜修習連絡協議会

(東京三会・関東ブロック）

箭股司法修習生配属庁会指導

但当者協縦会

第46期生後期修習開始

13代所長IU口繁転出

14代所長櫻井文夫任命

埼玉県和光市南2丁目3番8号に
新庁舎竣工

第46期生修習終了

湯島庁舎閉庁式

第48期生採用

和光庁舎開庁式

第48期生修習開始

ﾘ事補10年最終実務研究(第1回)9･ 10まで

H1事補10年最終実務研究(第2回) 9･ 17まで

叶任簡裁判事研條 11 ･ 19まで

剛事補3年実務研究(第1回) 10･6まで

'1事補3年実務研究(第2回) 10･21まで

簡裁判事5年実務研究 10．29まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･ 17まで

新任判事補実務研究(第2回） 12．3まで

司法研究(4年度)報告会

専門研究会(第2回) 1 ･ 14まで

簡裁判事3年実務研究 1 ．28まで

判事補6年中間実務研究(第1回） 2． 10まで

判事補6年中間実務研究(第2回） 2．23まで

国内特別研究(報道機関コース第2回) 3･31まで

国内特別研究(民間長期コース) 1年間

新任判事袖集中研修4． 17まで

新任判事袖配属庁裁判長実務研究会4．20まで

国内特別研究(民間短期コース） 5．20まで
民事実務研究会5．20まで

刑事実務研究会5．27まで
行政実務研究会6． 1まで

年 月 日 ． 司法修習生関係 裁判官関係
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僧46期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協
腱会(広島･福岡･高松高裁管内）

也域別司法修習生指導担当者協
艮会(大阪･名古屋･福岡商裁管内）

膳45期生中間合同研究2日間
也域別司法修習生指導担当者協

腱会(東京･名古屋高裁管内）
也域別司法修習生指導担当者協
腱会(東京･仙台･札幌高裁管内）

也域別弁蕊修習連絡協縦会

(東北・北海道ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会

(近畿・中国ブロック）

地域別弁謹修習連絡協縦会
(九州・四国ブロック）

地域別弁護修習連絡協縦会
(東京三会・関東ブロック）

地域別弁謹修習連絡協縦会

(中部ブロック）

第45期生後期修習開始

第45期生修習終了

第47期生採用

第47期生修習開始．

第47期生前期修習終了

忌事実務研究会6．26まで
剛事実務研究会7．3まで

舗裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委嘱） 3日間

削事柿10年歴終実務研究(第1回） 9．4まで
Ⅲ事柵10年鍛終実務研究(第2回) 9･ 10まで
斫任簡裁判事研修 11 ． 17まで

卜ﾘ事補3年実務研究(第1回） 10．7まで

ﾘ事柵3年実務研究(第2回) 10･21まで

国内特別研究(報道機関コース) 11 ･ 11まで
簡栽判事5年実務研究10･30まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ･20まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･3まで

司法研究(3年度)報告会

簡裁判事3年実務研究1 ･29まで

判事補6年中間実務研究(第1回） 2． 10まで

判事補6年中間実務研究(第2回） 2．24まで
専門研究会(第2回） 3．5まで

国内特別研究(報道機関コース第1回)4･21まて

国内特別研究(民間長期コース） 1年間

新任判事補集中研修4． 15まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会4．20まて
専門研究会(第1回） 5． 14まで

国内将別研究(民間短期コース) 6･ iまで

民事実務研究会5．28まで

刑事実務研究会6．4まで

司法研究(5年度)開始
部総括裁判官研究会6･23まで

高裁管内別簡裁判事実務研究(高裁委嘱） 3日I
支部長研究会7．7まで
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年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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和光庁舎落成式

第48期生前期修習終了

第47期生中間合同研究2日間

司法修習生指灘担当者協議会

地域別弁謹修習連絡協縦会

(小規模会・関東・近縦・中部）

地域別弁謹修習迎絡協縦会

(大規模会）

地域別弁護修習連絡協縦会

(小規模会・東北・北海道）

地域別弁篭修習連絡協縦会

(小規模会・中国・九州・四国）

地域別弁護修習連絡協縦会

(中規模会）

第47期生後期修習開始

司法研修所福岡分室新築

第49期生採用

第47期生修習終了

第49期生修習開始

専門研究会(第1回）6． 17まで
司法研究(6年度)開始

家庭裁判所実務研究会(家事・少年）6．29まで

高裁管内別間裁判事実務研究(高裁委嘱） 3日間
部総括裁判官研究会7．8まで

支部長研究会7． 13まで

研修企画研究会9．2まで

判事補10年最終実務研究(第1回)9･9まで

判事補10年最終実務研究(第2回)9･ 16まで
新任簡裁判事研修 11 ･ 18まで

判事補3年実務研究(第1回) 10･4まで

判事袖3年実勝研究(第2回) 10･21まで

国内特別研究(報道機関コース) 11 ．9まで

新任判事補実務研究(雛1回) 11 ･ 10まで

新任判事補実務研究(第2回) 12･ 1まで

簡裁判事5年実務研究 12．9まで

司法研究(5年度)報告会

情報処理研究会 1 ． 13まで

簡裁判事3年実務研究 1 ．26まで

判事補6年中間実務研究(第1回) 2･ 10まで
判事補6年中間実務研究(第2回） 2．24まで
専門研究会(第2回） 3． 10まで

国内特別研究(民間長期コース) 1年間

国内特別研究(報道機関コース第1回） 4．21まで

新任判事補築中研修4･ 16まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究会
国内特別研究(民間短期コース･東京) S･ l9まで
刑事実務研究会5･ 19まで

民事実務研究会5．26まで

専門研究会(第1回）6．2まで
行政実務研究会6．9まで

家庭裁判所実務研究会(少年） 6．23まで ．
家庭裁判所実務研究会(家事1 6．28まで

部総括裁判官研究会7．7まで

年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関係
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窟49期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協
綴会(広島･福岡･高松高裁管内）

漁48期生中間合同研究2日間

也域別司法修習生指導担当者協

腱会(東京･名古屋･札幌高裁管内）

池域別司法修習生指導担当昔協

協会(東京･仙台･札幌高裁管内）

他域別弁潅修習連絡協縦会

(大規模会）

N似錫順脚鐇射騨維些割溌漫会

(趣･名古屋･広脇福蹄内）
地域別弁溌修習連絡協縦会

(小規模会・関東・近畿・中部）

地域別弁護修習連絡協縦会

(中規模会）

地域別弁護修習連絡協醗会

(小規模会・中国・九州・四国）

地域別弁護修習連絡協餓会

(小規模会・東北・北海道）

轆48期生後期修習開始

第48期生修習終了

第50期生採用

新司法修習生指導要綱実施

第50期生修習開始

司法研究(7年度)開始

支部長研究会7． 14まで

判事補10年最終実務研究(第1回） 9．8まで
判事補10年最終実務研究(第2回) 9･ 14まで

箭任鮒裁判事研修 11 ． 17まで

判事補3年実務研究(第1回） 9．29まで

判事袖3年実務研究(第2回） 10．6まで

国内特別研究(民間短期コース･大阪） 11 ． 1まで
新任判事補実務研究(第1回） 11 ． 1まで
新任判事補実務研究(第2回) 1 1 ･ 15まで
専門研究会(第2回) 12･ 1まで

簡裁判事5年実務研究 12．8まで

司法研究(6年度)報告会

梢報処理研究会 1 ． 12まで

判事補6年中間実務研究(第1回) 1 ･26まで
判事柵6年中間実務研究(第2E|） 2．2まで
簡裁判事3年実務研究2．23まで

簡裁判事実務研究会3．8まで

国内塒別研究(報道機関コース第2回） 3．27まで
国内特別研究(日本銀行コース.民間長期コース)1年間

新任判事補拠中研修4． 15まで

新任判事補配属庁裁判長実務研究
国内蒋別研究(民間短期コース･東京) 5･21まで
刑事実務研究会5． 17まで

民事実務研究会(第1回〉5．24まで

専門研究会(第1回) 5･31まで

行政実務研究会6．7まで
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年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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g51期生採用

儲1期生修習開始

篭51期生前期修習終了

第50期生中間合同研究2日間

地域別弁護修習連絡協議会

(大規模会）

地域別弁護修習連絡協議会

(小規模会・東北・北海道）

地域別弁護膝習連絡協議会

(中規模会・東日本）

地域別弁護修習連絡協談会

(小規模会・中国・九州・四国）

地域別弁護修習連絡協議会

(小規模会・関東・中部・近餓）

地域別弁護修習連絡協議会

(中規模会・西日本）

司法修習生指導担当者協議会

第5〔)期生後期修習開始

創立50周年紀念式典

ﾖ内特別研究(報道機関コース第1回)4．23まで

断任判事補集中研修4． 14まで

断任判事補配属庁裁判長実務研究会

少額訴舩実務研究会(第1回）4．23まで

劃内特別研究(民間短期コース･東京)5．22まで

話砺実務研究会5． 14まで

}ﾘ事実務研究会5．21まで

専門研究会(第1回） 5．30まで

W裁判事5年実務研究6．6まで

|ﾃ政実務研究会6･ 13まで

W裁判事実務研究6． 19まで

少額訴訟実務研究会(第2回） 6．25まで

邪総括裁判官研究会7．4まで

司法研究（9年度)開始

支部長研究会7． 11主で

判事補10年最終実務研究(第1回) 9･5まで。
判事補10年股終実務研究(第2回) 9･ 11まで

新任簡裁判事研修 11 ． 14まで

少額訴訟実務研究会(第3回) 9･ 19まで

簡裁判事3年実務研究 10．3まで

国内特別研究(民間短期コース・大阪)10･29まで

弁渡士任官者実務研究会(第1回) 10．22まで

少年実務研究会 11 ．7まで

新任判駆補実務研究(第1回) 11 ･21まで

新任判事補実務研究(第2回) 12．5まで
司法研究(8年度)報告会

年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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k韓民同司法研修院長岡在桓氏

隊演

締0期生前期修習終了

也域別司法修習生指導担当者協

腱会(広島･福岡･高松高裁管内）

常49期生中間合同研究2日間

也域別司法修習生指導担当者協

腱会(東京･名古屋･札幌高裁管内）

他域別司法修習生指導担当者協

臘会(東京･仙台･札幌高裁管内）

地域別弁護修習連絡協縦会

(大規模会）

地域別司法修習生指導担当者協

擬会(大阪･名古屋･広島･福岡

高裁管内）

地域別弁護修習連絡協縦会

(小規模会・東北・北海道）

地域別弁護修習連絡協齪会

(中規模会・西日本）

地域別弁護修習連絡協縦会

(小規模会･中国･九州･四国）

地域別弁護修習連絡協議会

(小規模会･関東･中部･近畿）

地域別弁護修習連絡協議会

(中規模会･東日本）

第49期生後期修習開始

14代所畏櫻井文夫転出

15代所長岡田良雄任命

第49期生修習終了

奇l法研究(8年度)開始

少年実務研究会6･21まで

茨事実務研究会6．28まで

冊総括裁判官研究会7．5まで

支部長研究会7･ 12まで

削事補10年股終実務研究(第1回) 9･6まで

削事補10年股終実務研究(第2回) 9･ 12まで

箭任簡裁判事研修 11 ． 15まで

簡裁判事実務研究会 10．4まで

国内特別研究(報道機関コース） 10．25まで

判事補3年実務研究(第順1) 10･ 18まで

国内特別研究(民間短期コース･大阪) 10･30まで

判事補3年実務研究(第2同） 10．25まで

新任判事補実務研究(第1回) 11 ． 14まで

新任判事補実務研究(第2回) 11 ･29まで

間数判事5年実務研究12･6まで

司法研究(7年度)報告会

悩報処理研究会1 ． 10まで

専門研究会(第2回) 1 ･24まで

判邸補6年中間実務研究(第1回) 1 ･31まで．

判噸補6年中間実務研究(鯖2回） 2．7まで
簡裁判事3年実務研究2．26まで

民事実務研究会(第2回） 3．5まで

弁渡士任官者実務研究会3･ I2まで

国内特別研究(日本銀行コース.民間長期コース)1年、
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一覧表・図

『

｡■■



司法修習生の修習終了者数一覧表
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期別(採用年度） 人員 熱

判事補
， 了後の進路区 1
簡裁判事 検事 弁護士

ザ

その他

第1期 昭22 134 (2) 72 (1) 44 (1) 18

第2期 昭23 240 (2) 106 (1) 54 （1） 78 2

第3期 昭24 284 （3） 84 （2） 77 113 (1) 10

第4期 昭25 246 （4） 57 (1) 79 （1） 97 （1） 13 (1)

第5期 昭26 215 (4) 51 (2) 67 84 13 (2)

第6期 昭27 226 (1) 45 48 131 (1) 2

第7期 昭28 236 （7） 67 （5） 59 109 （2） 1

第8期 昭29 216 (3) 73 50 89 （2） 4

第9期 昭30 267 （9） 77 （2） 45 143 (7) 2

第10期 昭31 256 (10) 65 （3） 45 144 （7） 2

第11期 昭32 282 (14) 69 （3） 51 (1) 157 (10) 5

第12期 昭33 291 （7） 81 (1) 44 (1) 166 (5)

第13期 昭34 349 (11) 83 （3） I 48 (1) 216 （7） 1

第14期 昭35 319 (10) 75 （4） 42 202 （6）

第15期 昭36 334 (14) 88 （3） 40 （2） 202 （8） 4 (1)

第16期 昭37 ‘ 365 (18) 56 （3） 1 45 (1) 261 (I4) 2

第17期 昭38 441 (23) 68 （6） 4 52 (1) 316 (16) 1

第18期 昭39 478 （25） 63 （2） 3 47 (1) 359 (21) 6 (1)

第19期 昭40 484 （26） 61 (2) ・ 12 （2） 49 356 (21) 6 (1)

第20期 昭41 511 (28) 77 （5） 8 (1) 49 （1） 369 （20） 8 (1)

第21期 昭42 516 (18) 78 （2） 6 53 374 (16) 5

第22期 昭43 512 (21) 61 (1) 3 38 405 （20） 5

第23期 昭44 506 （37） 63 (1) 2 (1) 47 （3） 388 （30） 6 （2）

第24期 昭45 495 （34） 58 （2） 59 （5） 370 （27） 8

第25期 昭46 493 （33） 65 （3） 1 50 (4) 371 (23) 6 （3）

第26期 昭47 506 （29） 85 （5） 47 （2） 367 （20） 7 （2）



司法修習生の修習終了者数(図1）

一総人員 一----女性内数
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（期）備考． 修習終了直後の数による。カッコ内は女性で内数である。
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期別(採用年度） 人員
熱

判事補

了後の進路区

簡裁判事 検事 弁護士

ザ

その他

第27期 昭48 543 （27） 84 （2） 38 （2） 416 (22) 5 (1)

第28期 昭49 537 （24） 78 （3） I 74 （3） 376 （16） 8 （2）

第29期 昭50 487 (21) 70 （3） 2 50 363 (18) 2

第30期 昭51 463 （32） 76 （6） 2 58 （4） 325． (22） 2

第31期 昭52 465 （40） 61 (4) 3 (1) 49 （4） 350 (31) 2

第32期 昭53 454 （32） 63 （5） 1 50 （5） 336 (21) 4 （1）

第33期 昭54 484 （33） 61 (4) 38 (1) 378 （27） 7 (1)

第34期 昭55 499 （38） 62 （2） 53 （2） 383 （34） 1

第35期 昭56 483 （49） 57 （8） I 53 （2） 370 （39） 2

第36期 昭57 436 （33） 58 (1) 50 (1) 325 （30） 3 (1)

第37期 昭58 447 （44） 52 （7） 49 （2） 343 （34） 3 (1)

第38期 昭59 450 （44） 70 （8） 34 （4） 342 （32） 4

第39期 昭60 448 （52） 62(10) 37 （6） 347 （36） 2

第40期 昭61 482 （45） 71 (8) 2 41 (4) 367 （32） 1

第41期 昭62 470 （57） 58(10) 51 (6) 360 （40） 1

第42期 昭63 489 （63） 81 (16) 28 （3） 376 （44） 4

第43期 平元 506 （58） 94（20） 2 46 （4） 359 （34） 5

第44期 平2 508 （70） 65（16） 50 （8） 378 （45） 15 (1)

第45期 平3 506 （72） 94（20） 4 49 （8） 356 （44） 3

第46期 平4 594 （84） 102(18) 2 ･75(11) 406 （55） 9

第47期 平5 633(123) 99（34） 86(16) 438 (70) 10 (3)

第48期 平6 699（142） 99（26） 71 (12) 521 (102) 8 （2）

第49期 平7 720(155) 102(26) 70(16) 543(113) 5

●’
一
》
亮
図 21005(1731) 3547(320) 6I (5) 2529(150) 14643(1226) 225（30）

第50期 平8 727(144) 現在修習中（平成10年終了予定）

第51期 平9 729(167） 〃 （平成11年終了予定）

総計 22461(2042)



終了後の進路区分（図2） 終了後の進路区分(図3）
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輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

１
１
″
″
″
″
″
〃
ワ
会
〃
″
〃
〃
〃
〃
″
〃

１
２
３
４
５
６
７
１
２
３
４
５
６
７
８

長瀬清澄

綿引末男

河原徳治

細野幸雄

川添利起

山口恒夫

腿雲甥剣

寺尾正二

河野春吉

越川純吉

栗田 正

青木英五郎

村崎 満

大江健次郎

鴨 良弼

刑事簡易裁判制度

最近に於ける農地の法律的紛争

米国刑事証拠法

英国に於ける裁判所の規則制定権の

歴史

米国に於ける反トラスト法の研究

米国連邦最高裁判所の違窓裁判例に

関する研究

米国の行政訴訟手続

司法に関する国会の国政調査権の範

囲及び限界

英米民事訴訟手続における交互尋問

の制度と実際

日本に在住する非日本人の法律上の

地位（特に共通法上の外地人につい

て）

米連邦刑事訴訟手続・米連邦刑事訴

訟規則

英米刑事手続における交互尋問と証

言調書（制度と実際）

税法に関する争訟

米国における離婚制度

特に離婚後の子の処置，離婚の際

における財産分与等

米国における刑事上訴制度（サアシ

オレイライを含む）

昭24.1

昭24.2

昭24.3

昭24.4

昭24.3

昭24.5

昭24.7

昭24.5

昭24.5

昭24.10

昭24.11

昭25.3

昭25.3

昭25.6

昭25.10
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輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

句
乙
″
〃
つ
Ｊ
″
″
″
〃
″
″
〃
″
４
４
″
″
″

０

９
１
l1

２
３
４
５
６
７
９
ｍ
１
２
３
４

１

正田満三郎

小林謙助

中浜辰男

亀川 清

藤井一雄

原田 修

瀬尾桂二

園部秀信

渡辺門偉男

中川 衛

古原勇雄

蓮井一次郎

小西 勝

西幹段一

中林利一

森田宗一

米国における刑事実体法（特に各則）

の研究一財産罪を中心として一

英米刑事裁判における量刑の研究

米国刑事訴訟手続における訴因

準司法機関に関する研究

裁判所からみた行政法の基本的諸

問題

米国弁護士倫理と懲戒制度

米国の相続制度

わが国における刑事事件記録作成に

ついての技術的改善（特に公判調書

の作成について）

米法における勤労権

米国刑事手続に於ける調書（特に公

判調書に付いて）

米国における少年裁判所審理の合憲

法性

民事裁判にあらわれた労働問題

不当労働行為の研究

新刑事訴訟法における事実の同一性

と訴因

公務員の労働法上の地位

少年犯罪の計量的診断（少年保護事

件に関する調査の実証的研究！

少年保護事件における調査審判の理

論と実際

昭26.5

昭26.5

昭29.7

昭25.7

昭25.10

昭25.12

昭26.1

昭26.2

昭26.2

昭26.3

昭27.11

昭32.6

昭26.2

昭26.7

昭26.10

昭26.12

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

４
４
″
〃
″
医
』
″
〃
″
〃
疹
行
０
″
″
〃
〃
″
″
〃
″
″

５
６
７
８
１
２
３
４
５
６
１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ

浅賀 栄

安藤 覚

宮脇辰雄

河村澄夫

羽生田利朝

石山豊太郎

渡邊桂二

足立勝義

緒方節郎

柳川真佐夫

四ツ谷巌

古山 宏

山崎 茂

竹村 寿

高島良一

高橋正蔵

圓井正夫

丹生義孝

今井道鑑

野瀬高生

実務上から見た行政訴訟の争点

家事審判法の実務的研究

就業規則の研究

税法違反事件の研究

法廷警察権の研究（特に歴史的及び

比較法的研究）

犯罪捜査と司法的抑制

判例を中心とする訴因及び証拠の研

究

英米刑事訴訟に於ける情況証拠

ロックアウトに関する法律上の諸問

題

労働仮処分の諸問題

年長少年事件の取扱に関する諸問題

最近における借地借家の諸問題

米英刑事公判審理の研究（理論と実

践）

少年犯罪の社会学的研究

団体交渉に関する諸問題

改正商法のもとにおける株式の研究

一株券を中心として一

少年保護事件と少年刑事事件との関

係

家事事件の履行確保制度

成立した調停条項の実証的研究

刑事判決書の実証的研究

昭27.1

昭27.11

昭27.12

昭29.ll

昭27.4

昭27.6

昭27.6

昭27.7

昭28.’

昭28.2

昭28.3

昭28.4

昭28.8

昭28.ll

昭28.ll

昭29.1

昭29.10

昭29.ll

昭30.4

昭30.3
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輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

″
〃
〃
〈
Ｕ
〃
〃
〃

只
Ｕ
Ｑ
Ｊ
〃
″
〃
″
６
１

11

２
３
４
５
６
７
１
２
３
４
５

１

柳瀬隆次

福浦喜代治

柳川俊一

田倉． 整

中場嘉久二

三枝信義

村･上幸太郎

下出義明

内藤丈夫

青木英五郎

鈴木重信

岡垣 学

坂本武志

少年保護事件における不開始・不処

分決定に関する研究 ．

国税徴収制度の研究（強制執行並び

に任意競売との関連において）

英米法における仮処分(Iniunction)

の研究

不動産及び有体動産以外の財産権に

対する強制執行手続の研究

英米法における少額裁判制度の研究

一少額事件裁判所を中,L､として－

労働刑法の研究一判例を中心とし

て一

慰籍料(民法第710条）の算定に関す

る実証的研究一婚姻予約不履行によ

る慰籍料を含む－

主として土地区画整理法による換地

処分の研究

米国における刑事弁護人制度とその

運用に関する研究－とくに「弁護人

選任権」を中心として－

証拠評価の方法一自由心証主義にお

ける論理法則および経験法則の分析一

手形および小切手に関する訴訟制度

の研究

特殊保全処分の研究

保護処分の実証的研究

昭35.3

昭31.3

昭31 .3

昭31.12

昭32.3

昭32.8

昭33.8

昭37.2

昭33.10

昭35.2

昭35.3

昭36.3

昭36.3

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

6
(別

毎
Ｊ
″
″
″
○
○
〃
〃
″
〃
″
″
〃
″
″

10

1)

１
２
３
４
１
２
３
４
５
６
７
８
９
幻

野瀬高生

沼辺愛一

加藤一芳

岩口守夫

田辺公二

宮崎 昇

山本 卓

古崎慶長

谷口正孝

時國康夫

円1l1雅也

植村秀三

日野原 昌

中島卓児

内藤頼博

〃

〃

〃

〃

〃

刑事第一審判決例集

少年審判手続の諸問題

フランス離婚法上の仮の処分につい

て

訴訟遅延の防止に関する実証的研究

(訴訟遅延の原因及びその除去策）

同盟罷業権について

虞犯少年に関する研究

不作為を目的とする請求に関する強

制執行

国家賠償法の研究

没収及び追徴の研究一無差別没収を

中心として一

英米法における訴答(Pleading)の研

究

民事裁判における ｜~推定」について

刑事責任能力と精神鑑定

累犯少年に関する研究

勾留及び保釈に関する諸問題の研究

終戦後の司法制度改革の経過一一事

務当局者の立場から－ （第1分冊）

〃 （第2分冊）

〃 （第3分冊）

〃 （第4分冊）

〃 （第5分冊）

〃総索引 （第6分冊）

昭31.3

昭29.3

昭29.6

昭29.9

昭37.10

昭30.3

昭30.3

昭30.3

昭30.5

昭30.7

昭30.8

昭31. l

昭31.7

昭32.10

昭34.2

昭34.5

昭34.12

昭35.11

昭36.9

昭46.11



-148- -149-

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

10

11

″
〃
〃
〃
ｕ
″
〃

脇
〃
〃

14

今
″
″

６
１
２
３
４
５
１
２
１
２
３
４
１
２
３
４

山田忠治

市村光一

藤野英一

熊谷 弘

松沢二郎

野田愛子

藤巻三郎

中平健吉

奥村王策

石川良雄

熊谷 弘

森松萬英

山本 卓

坂井芳雄

村上博巳

戸根住夫

米国における強制執行制度の研究

家事調停の実証的研究

事実認定における実験則の実証的研

究－特に再審となった刑事事件に現

われた事実認定の過誤とその原因に

ついて－

英米陪審制度の運用と其の批判

労働争議当事者の第三者に対する民

事責任

遺産分割の実証的研究

少年保護事件の追跡的研究

地方自治関係行政争訟のうち納税者

争訟と地方議会議員の懲罰に関する

訴訟の研究一判例を中心として一

公正証書に関する総合的研究

フランスの司法制度

大陸法系諸国における陪審制の運命

－その参審制化の内在的原因の

研究一

境界確定事件に関する研究

民事訴訟における信義誠実の原則

約束手形金請求訴訟における要件事

実とその立証

立証責任に関する裁判例の総合的

研究

仮差押・仮処分に関する諸問題

昭47.2

昭34.3

昭34.8

昭35.9

昭35.12

昭37.5

昭36.9

昭39.10

昭36.l l

昭37.8

昭40.3

昭40.12

昭37.4

昭38.8

昭38.8

昭38.12

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

14

〃
″
〃
15

〃

16

″
″

17

″
″
〃
〃
〃
〃
18

〃
〃
″

５
６
７
８
１
２
１
２
３
１
２
３
４
５
６
７
１
２
３
４

定塚英一

松本一郎

高野耕一

平田勝雅

中 利太郎

香城敏麿

長西英三

古田時博

牧山市治

田中加藤男

越川純吉

畠山勝美

鬼塚賢太郎

川口公隆

高橋正己

前田覚郎

矢代利則

東 徹

飯原一乗

兒島武雄

三枝信義

会社更生事件の取扱に関する諸問題

の研究

戦後の量刑傾向と行刑の実際

財産分与の研究一民法第768条の系

譜的考察一

裁判における心証形成の諸問題

量刑の実証的研究

労働基準法における民事上の諸問題

政治スト及び同情ストの法理

懲戒解雇をめぐる諸問題

戸籍訂正に関する諸問題の研究

渉外民事事件の諸問題

試験観察の実証的研究

刑の最定の実証的研究（強姦罪）

簡易裁判所の取扱う過料の諸問題

殺人罪に対する量刑の実証的研究

民事訴訟記録および判決書の合理化

に関する研究（民事合理化研究）

公法上の債権と仮処分に関する研究

保護観察付執行猶予の実証的研究

判例を中心とした詐害行為取消権の

研究

イギリスの予備審問

部分ストライキに関する法律上の諸

問題

昭39.3

昭39.3

昭39.12

昭40.3

昭41.3

昭41.7

昭40.9

昭40.9

昭42.3

昭39.11

昭41.12

昭42.1

昭42.3

昭42.9

昭43.8

昭46.2

昭41.3

昭42.7

昭43.2

昭“.3
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輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

１

１

１
ｌ

ｌ

ｊ

ｌ

２
２
１
１

０
１
２
４
５

３
３
３
３
３

1

2

(注

６
幻
８

″３
３
(注

Q

裕
泰
薫
一
兵
久
男
明
三
裕
夫
馬
徹
二
郎
郎
繁
弘
吾
治
敏
彦
徳
厚
功
文
直
行
夫

俊
武
孝
和
千
耕
正
久
幾
歳
季
仁
安
省
徳
明
和
和
利
廣
雅
文

千葉

時岡

山下

柳川

首藤

菅野

山口

大津

藤田

井関

佐藤

篠原

道下

佐藤

鬼頭

島田

松浦

横田

高橋

泉

大藤

満田

原田

富越

今井

高橋

遠山

藤山

田崎

冊）一覚せい剤取締法一

推計課税の合理性について

会社更生事件の処理に関する諸問題

離婚給付に関する実証的研究

行政事件訴訟法に基づく執行停止を

めぐる実務上の諸問題

破産事件の処理に関する実務上の諸

問題

刑事鑑定制度の諸問題

刑事抗告審の運用上の諸問題

租税訴訟の審理について

執行関係等訴訟に関する実務上の諾

問題

救済命令等の取消訴訟の処理に関す

る研究

自白の信用性一被告人と犯行との結

昭56. l

昭54.10

昭56.7

昭58.3

昭60.3

昭58.3

昭59.3

昭59.12

昭63.12

昭62.3

平元.3

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

19

″
″

20

〃

21

〃

22

〃

〃

23

〃
″

24

〃

25

29

〃

１
２
３
１
２
１
２
１
２
３
１
２
３
１
２
１
１
２

渡辺伸平

米田泰邦

近藤和義

土肥原光圀

田中恒朗

右田堯雄

永井登志彦

高木典雄

東 孝行

橋本喜一

小林 充

大見鈴次

山崎 茂

上杉晴一郎

天野 弘

彦
彦
貞
雄
一

建
政
嘉
君
昭

島
永
野
垣
野

小
福
松
石
佐

税法上の所得をめぐる諸問題

緊急避難における相当性の研究

株式取引に関する研究

特許・実用新案に関する仮処分の研

究

民事第二審判決書について

自動車による業務上過失致死傷事件

の篭:刑の研究

自動車による業務上（重）過失致死

傷事件における過失の認定について

公害による賠償請求の訴訟

荷為替信用状の二次的利用に関する

研究

選挙犯罪の研究

著作権侵害に関する比較法的実証的

研究

米国刑事上訴審の研究

代物弁済とその予約に関する判例の

研究

債権者代位権に関する実務的研究

(序説）一登記請求権の代位行使と

いう判例理論に関連して一

直税法違反事件の研究

民事交通事件の処理に関する研究

集団訴訟における訴訟手続上の諸問

題

特別刑法の解釈上の諸問題（第1分

昭42.3

昭42.7

昭43.7

昭43.12

昭50.3

昭44.11

昭45.9

昭44.7

昭44.1 1

昭46.9

昭47.9

昭48.3

昭49.2

昭48.9

昭54.3

昭49.ll

昭53.3

●

昭55.3
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輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

４
５
〃
６
７
８
〃

〃４
４
４
４
４

１

２
１
２
１
１
１
２

0

佐久間邦夫

三村赴一

山下郁夫

野山 宏

小林久起

池田眞一

池田 修

杉田宗久

田中壯太

岡部喜代子

橋本昇二

長 秀之

中込秀樹

市村陽典

綿引万里子

深山卓也

浜野 ’慢
井上哲男
吉田健司
杉原則彦
後藤 博
八木一・洋

菅野博之

森 義之

松並重雄

篠原勝美

中田昭孝

吉川愼一

瀬戸ロ壯夫

浜井一夫

廣瀬健二

フランスにおける民事訴訟の運営

共犯者の供述の信用性

遺産分割事件の処理をめぐる諸問題

行政事件訴訟の一般的問題に関する

実務的研究

アメリカにおける民事訴訟の運営

イギリスにおける民事訴訟の運営

民事訴訟の新しい審理方法に関する

研究

少年事件の処理に関する実務上の諸

問題一否認事件を中心として－

３
３
３
３
３
３
２

Ｊ ２

５

８
６
７
５
８
８
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平
平
平
平
平
平
平
平

輯 号 執筆者 書 名 刊行年月

勺
４
句
少
″

９
０
〃
ｌ
〃
４

３
４
４
４

２

２
１
１

１

１

1

2

龍岡資晃

田尾健二郎

高木俊夫

大渕敏和

岩佐善巳
中田耕三
奥山興悦
佐々木茂美
福田剛久
市川正巳

野間洋之助

森下康弘

松本信弘

清永利亮

安倉孝弘

塩月秀平

小松一雄

平手勇治

高世三郎

若生朋美

中川武隆

植村立郎

木口信之

千葉勝美

孝橋 ，宏

豊澤佳弘

大喜多啓光
西 謙二

ぴ付きが争われた事例を中心として－

違法収集証拠の証拠能力をめぐる諸

問題一裁判例を中心として－

民事訴訟のプラクテイスに関する研

究

税法違反事件の処理に関する実務上

の諸問題

工業所有権関係民事事件の処理に関

する諸問題

少額事件の簡易迅速な処理に関する

研究

情況証拠の観点から見た事実認定

欧米諸国の憲法裁判制度について

一米国，西ドイツ及びフランスにお

ける惣法裁判制度の機能と歴史的，

政治的背景一

ドイツにおける簡素化法施行後の民

事訴訟の運営

昭63.3

昭63.12

平2．3

平7．3

平2.12

平5.12

平元.12

平6．12
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輯
◆ロ
万 執筆者 瞥 名 刊行年月

49 1

波床昌則
河原俊也

高世三郎

西川知一郎

フランスにおける行政裁判制度の

研究

平9．12

号数 刊行年月

創刊号 昭23･ 10

第2号 昭24． 6

第3号 昭25･ 1

第4号。 昭25 ． 10

第5号 昭26． 10

第6号 昭27． 2

第7号 昭27． 6

第8号

創立5周年記念号

昭28． 2

第9号 昭28． 9

第10号 昭28． 11

第11号 昭29． 4

第12号 昭29． 7

第13号 昭29． 11

第14号 昭30． 6

第15号 昭30． 10

第16号 昭31 ･ 2

第17号 昭31 ． 9

第18号● 1957･ 1 昭32･ 1

第19号 1957･ 4 昭32． 4

号数 刊行年月

第20号 1957･ 11 昭32･ 11

第21号 1958． 9 昭33． 9

第22号 1958． 12 昭33･ 12

第23号 1959． 7 昭34． 7

第24号 1960･ 2 昭35． 2

第25号 1960． 7 昭35． 7

第26号 1961 ･ 3 昭36． 3

第27号 1961 ･ 11 昭36． 11

第28号 1962･ 6 昭37． 6

第29号 1962． 10 昭37･ 10

第30号 1963． 8 昭38． 8

第31号 1963･ 12 昭38． 12

第32号 1964･ 10 昭39･ 10

第33号 1965･ 2 昭40． 2

第34号 1966･ 1 昭41 ･ 1

第35号 1966･ 7 昭41 ． 7

第36号 1966． 9 昭41 ･ 9

第37号 1967-1 昭42． 8

第38号 1967-Ⅱ 昭42･ 12

第39号 1968-1 昭43． 3
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号数 刊行年月

第60号 1977-Ⅱ 昭53． 3

第61号 1978－1 昭53． 10

第62号 1978-Ⅱ 昭54． 3

第63号 1979-1 昭54･ 12

第64号 1979-Ⅱ 昭55． 3

第65号 1980-1 昭55． 12

第66号 1980-Ⅱ 昭56． 3

第67号 1981-1 昭56･ 12

第68号 1981－Ⅱ 昭57． 3

第69号 1982-1 昭57． 12

第70号 1982-Ⅱ 昭58． 3

第71号 1983-1 昭58． 12

第72号 1983-Ⅱ 昭59． 3

第73号 1984-1 昭59． 12

第74号 1984-Ⅱ 昭60． 3

第75号 1985-1 昭60･ 12

第76号 1985-Ⅱ 昭61 ･ 3

第77号 1986-1 昭61 ･ 12

第78号 1986-Ⅱ 昭62． 3

第79号 1987-1

創立40周年特集号

昭62･ 12

号数 刊行年月

第80号 1988-1 平元・ 3

第81号 1989-1 平元・ 7

第82号 1989-Ⅱ 平2 ． 3

第83号 1990-1 平2 ． 8

第84号 1990-Ⅱ 平3 ． 2

第85号 1991-1 平3 ． 7

第86号 1991-Ⅱ 平4 ． 3

第87号 1992-1 平4． ． 8

第88号 1992-Ⅱ 平5 ． 3

第89号 1993-1 平5 ． 8

号数 刊行年月

第90号 1993-Ⅱ 平6 ． 3

第91号 1994-1 平6 ． 8

第92号 1994-Ⅱ 平7 ． 3

第93号 1995-1 平7 ． 8

第94号 1995-Ⅱ 平8 ． 3

第95号 1996-1 平8 ． 9

第96号 1996-Ⅱ 平9 ． 3

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ

一
一
一

７
７
７

９
９
９

９
９
９

ロ
マ
ロ
呑
口
言

７
８
９

９
９
９

第
第
第

創立50周年記念特集号

平9 ･ 11

号数 刊行年月

第40号 1968-Ⅱ 昭43． 7

第41号 1968-Ⅲ 昭43･ 11

第42号 1969-1 昭44． 6

第43号 1969-Ⅱ 昭44･ 12

第44号 1970-1 昭45 ． 3

第45号 1970-Ⅱ 昭45． 7

第46号 1970-Ⅲ 昭45･ 11

第47号 1971-1 昭46． 3

第48号 1971-Ⅱ 昭46･ 10

第49号 1971-Ⅲ 昭47 ． 1

第50号 1972-1 昭47． 10

第51号 1973-1 昭48． 6

第52号 1973-Ⅱ 昭48･ 12

第53号 1974-1 昭49． 7

第54号 1974-Ⅱ 昭50． 3

第55号 1975-1 昭50． 12

第56号 1975-Ⅱ 昭51 ･ 3

第57号 1976-1 昭51 ． 11

第58号 1976-Ⅱ 昭52． 3

第59号 1977-1

創立30周年特集号

昭52． 12

書 名 刊行年月日

創立7周年記念論文集〔司法研修所報特集号〕

創立l0周年記念論文集上（民事編) ["]

〃 下（刑事編） 〔〃〕

創立15周年記念論文集上巻

〃 下巻

創立20周年記念論文集第一巻（民事編1）

〃 第二巻（民事編2）

〃 第三巻（刑事編）

昭30． 8

昭33． 5

昭33． 3

昭37･ 12

昭38． 4

昭42･ 12

昭43． 7

昭42． 12


